
消表対第６５９号 

令和４年５月２４日 

株式会社栄徳 

代表取締役 松井 尚美 殿 

消費者庁長官 伊藤 明子 

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「Ｆｉｒｓｔ Ｓｈｏｔ」と称する商品（以下「本件商品」とい

う。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下

「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な

表示を行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について

は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、少なくとも令和２年８月２７

日から令和４年４月１５日までの間、「Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ．ｊｐ」と称するウェブ

サイトにおける本件商品の販売ページ（以下「本件ウェブページ」という。）におい

て、例えば、「火災発生→Ｆｉｒｓｔ Ｓｈｏｔを火元へ投げる→迅速に消火」、

「ファ―ストショット１本の適用火災範囲は、約８㎡（立方メートル）です。」、

「ファーストショットは、天井まで届いていない火災いわゆるＡ火災を対象にした

製品です。瞬時に発生する特殊ガスが、火災を立体的に、効果的に鎮火します。」等

と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、一般的な住宅

の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届かない程度の火災で、かつ、約

８㎥の範囲に炎が広がるまでの火災の火元に本件商品１本を投げるだけで、本件商

品の消火剤から発生するガスの立体的な消火効果も作用して、当該火災を消すこと

ができる効果が得られるかのように示す表示をしていたこと。 

イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

※別添写しについては添付を省略しています。   別添１ 
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⑵ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合

理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と同様の表示が行われるこ

とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな

ければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合

理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と同様の表示をしてはなら

ない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ 株式会社栄徳（以下「栄徳」という。）は、愛知県西尾市法光寺町西山１２番地に本

店を置き、消火用具の販売業等を営む事業者である。 

⑵ 栄徳は、本件商品を自ら一般消費者に販売している。 

⑶ 栄徳は、本件商品に係る本件ウェブページの表示内容を自ら決定している。 

⑷ア 栄徳は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、少なくとも令和２年８月２７

日から令和４年４月１５日までの間、本件ウェブページにおいて、例えば、「火災発

生→Ｆｉｒｓｔ Ｓｈｏｔを火元へ投げる→迅速に消火」、「ファ―ストショット１

本の適用火災範囲は、約８㎡（立方メートル）です。」、「ファーストショットは、

天井まで届いていない火災いわゆるＡ火災を対象にした製品です。瞬時に発生する

特殊ガスが、火災を立体的に、効果的に鎮火します。」等と、別表「表示内容」欄記

載のとおり表示することにより、あたかも、一般的な住宅の居室内で発生する、当該

居室の天井に炎の高さが届かない程度の火災で、かつ、約８㎥の範囲に炎が広がるま

での火災の火元に本件商品１本を投げるだけで、本件商品の消火剤から発生するガ

スの立体的な消火効果も作用して、当該火災を消すことができる効果が得られるか

のように示す表示をしていた。 

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第５条第１号に該当する表示

か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、栄徳に対し、期間を定め

て、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、栄徳

は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料はいずれも、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないもので

あった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、栄徳が自己の供給する本件商品の取引に関し行っていた表示は、景

品表示法第７条第２項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件商品の内容につ
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いて、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に

顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認

められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、同法第５条の規

定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提

起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経

過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別
表
 

表
示
内
容
 

・
「
火
災
発
生
→
Ｆ
ｉ
ｒ
ｓ
ｔ
 

Ｓ
ｈ
ｏ
ｔ
を
火
元
へ
投
げ
る
→
迅
速
に
消
火
」
及
び
「
①
火
災
発
生
時
に
Ｆ
ｉ
ｒ
ｓ
ｔ
 
Ｓ
ｈ
ｏ
ｔ
を
カ
バ
ー
ケ
ー
ス
か
ら
取
出
し
、
②
ボ
ト

ル
を
そ
の
ま

ま
火
元
へ
投
げ
ま
す
。
ボ
ト
ル

が
燃
焼
物
に
当
っ
た

※
１
衝
撃
で
割
れ
、
飛
散
し
た
消
火
剤
か
ら

消
火
に
有
効
な
ガ
ス

※
２
が
発
生
。
③
迅
速
に
消
火
し
ま
す
。

※
３

」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
の
枠
囲
み

⑴
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
フ
ァ
―
ス

ト
シ
ョ
ッ
ト
１
本
の
適
用
火
災
範
囲
は
、
約
８
㎡
（
立
方
メ
ー
ト
ル
）
で
す
。
※
消
火
範
囲
を
超
え
る
広
さ
の
場
合
、
複
数
本
投
て
き
し
て
く
だ
さ
い
。
」
及
び

「
フ
ァ
ー
ス

ト
シ
ョ
ッ
ト
は
、
天
井
ま
で
届

い
て
い
な
い
火
災
い
わ
ゆ
る
Ａ
火
災
を
対
象
に
し
た
製
品
で
す
。
瞬
時
に
発
生
す
る
特
殊
ガ
ス
が
、
火
災
を
立
体
的
に
、
効
果
的

に
鎮
火
し
ま
す
。
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
の
枠
囲
み
⑵
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
Ａ
火
災
を

超
え
る
火
災
（
炎
が
天
井
ま
で
届
く
よ
う
な
火
災
）
で
も
、
フ
ァ
ー
ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
。
も
し
、
炎
に
囲
ま
れ
る
よ
う
な
火
災
に
な
っ
て
も
、
フ
ァ
ー
ス

ト
シ
ョ
ッ
ト

が
あ
れ
ば
、
脱
出
で
き
る
突
破

口
を
つ
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
大
切
な
『
い
の
ち
』
を
守
る
た
め
に
、
フ
ァ
ー
ス
ト

シ
ョ
ッ
ト
は
火
災
か
ら
脱
出
で
き
る
『
場
所
』
と
『
時
間
』
を
つ
く
り
ま
す
。
」
 

・
「
紙
・
木
材
な
ど
の
火
災
 
水
分
蒸
発
作
用
に
よ
り
燃
焼
物
を
冷
却
。
そ
れ
と
同
時
に
、
『
炭
酸
ガ
ス
』
、
『
ア
ン
モ
ニ
ア
ガ
ス
』
が
発
生
。
炭
酸
ガ
ス
は
燃
焼
面
へ
の
酸
素

を
遮
断
し
燃
焼
を
抑
え
ま
す
。
ア
ン
モ
ニ
ア
ガ

ス
は
連
鎖
反
応
を
抑
制
し
ま
す
。
ま
た
、
消
火
剤
成
分
に
は
発
火
点
を
上
げ
る
作
用
が
あ
る
為
、
再
燃
防
止
効
果
が
あ
り
ま
す
。
」
、

「
対
象
物
に
当
た
る
と
フ
ァ
ー
ス
ト
シ
ョ
ッ

ト
は
割
れ
て
、
瞬
時
に
特
殊
な
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
ま
す
。
」
、
「
ア
ン
モ
ニ
ア
ガ
ス
」
、
「
②
燃
焼
の
連
鎖
反
応
を
抑
制
し
ま
す
。
」
、

「
炭
酸
ガ
ス
」
、
「
③
酸
素
を
遮
断
」
、
「
①
水
分
蒸
発
作
用
に
よ
る
冷
却
」
及
び
「
ガ
ソ
リ
ン
・
灯
油
な
ど

の
火
災
 
消
火
剤
成
分
で
あ
る
界
面
活
性
剤
が
、
ガ
ソ
リ
ン
・

灯
油
等
を
覆
い
、
空
気
と
の
接
触
を
断
ち
ま
す
。
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
の
枠
囲
み
⑶
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｓ

Ｔ
 
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｔ
は
、
軽
く
、
小
さ
く
、
し
か
も
た
だ
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
の
カ
ン
タ
ン
ア
ク
シ
ョ
ン
。
子
供
や
お
年
寄
り
で
も
、
誰
で
も
、
鎮
火
作
業

が
行
え
ま
す
。
」
 

・
「
特
殊
な
ボ
ト
ル
を
火
元
に
投
げ
る
だ
け
で
素
早
く
鎮
火
！
」
、
「
火
災
発
生
」
、
「
火
元
に
投
げ
る
」
、
「
消
火
」
及
び
「
破
裂
し
た
ボ
ト
ル
内
か
ら
消
火
剤
が
散
布
さ
れ

る
と
共
に
、
消
火
ガ
ス
が
適
用
範
囲
内
の
初
期
火
災
を
立
体
的
に
、
瞬
時
に
消
火
し
ま
す
。
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
の
枠
囲
み
⑷
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
誰
で
も
簡
単
使
用
」
及
び
「
す
ぐ
に
鎮
火
」
 

・
「
フ
ァ
ー
ス

ト
シ
ョ
ッ
ト
適
用
範
囲
」
と
題
し
、
「
フ
ァ
ー
ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
１
本
の
適
用
範
囲
は
８
㎥
で
す
。
（
Ａ
火
災
）
 
８
㎥
＝
幅
２
ｍ
×
奥
行
２
ｍ
×
高
さ
２
ｍ
 
※

消
火
範
囲
を
超
え
る
面
積
の
場
合
、
複
数
本
投
て
き
し
て
く
だ
さ
い
。
」
 

・
「
消
火
適
用

範
囲
 
８
㎥
（
Ａ
火
災
時
）
」
 

（
別
添
写
し
）
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消表対第６６０号 

令和４年５月２４日 

株式会社エビス総研 

代表取締役 米田 好秀 殿 

消費者庁長官 伊藤 明子 

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「小さな消防士」と称する商品（以下「本件商品①」という。）

及び「小さな消防士２」と称する商品（以下「本件商品②」という。）の各商品（以下「本

件２商品」という。）の取引について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３

７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同

条第１号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次の

とおり命令する。 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件２商品に係る表示に関して、次に掲げる事

項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法につい

ては、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件２商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、遅くとも令和３年

７月８日から令和４年４月２５日までの間、「ＥＲＩ」と称する自社ウェブサイト

（以下「自社ウェブサイト」という。）において、「炎に投げ込むだけで消火！」、

「子供・女性・老人 誰でも使える！」、「小さな消防士１本で４畳半～６畳程度の

消火が可能ですので初期消火や、いざと言う時の避難経路を確保するための消火な

どに最適です。」等と表示するなど、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表

示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示すること

により、あたかも、一般的な住宅の居室内で発生する、４畳半から６畳程度の範囲に

炎が広がるまでの火災に本件商品①１本又は本件商品②１本を投げるだけで、本件

商品①１本又は本件商品②１本の消火剤から発生するガスの消火効果も作用して、

当該火災を消すことができる効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られる

かのように示す表示をしていたこと。 

※別添写しについては添付を省略しています。   別添２ 
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イ(ｱ) 貴社は、本件２商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、少なくとも令

和３年７月８日から令和４年４月１９日までの間、自社ウェブサイトにおいて、

「消防庁認定」、「消防庁認定の消火能力の高さ！安全性」等と表示するなど、

別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体におい

て、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、一般的な

住宅の居室内で発生する、４畳半から６畳程度の範囲に炎が広がるまでの火災に

本件商品①１本又は本件商品②１本を投げるだけで、本件商品①１本又は本件商

品②１本の消火剤から発生するガスの消火効果も作用して、当該火災を消すこと

ができる効果等の同表「効果」欄記載のとおりの消火性能が本件２商品に備わっ

ていることについて、消防庁が認定しているかのように示す表示をしていたこと。 

(ｲ) 実際には、消防庁が、本件２商品に前記(ｱ)のとおりの消火性能が備わってい

ることを認定した事実はないこと。 

ウ(ｱ) 前記アの表示は、それぞれ、本件２商品の内容について、一般消費者に対し、

実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するも

のであること。 

(ｲ) 前記イ(ｱ)の表示は、前記イ(ｲ)のとおりであって、それぞれ、本件２商品の内

容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すもの

であり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件２商品又はこれらと同種の商品の取引に関し 

ア 表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と

同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員

及び従業員に周知徹底しなければならない。 

イ 前記⑴イの表示と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、

これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件２商品又はこれらと同種の商品の取引に関し 

ア 表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と

同様の表示をしてはならない。 

イ 前記⑴イの表示と同様の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消

費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴  株式会社エビス総研（以下「エビス総研」という。）は、東京都中央区新川一丁目２

２番１７号に本店を置き、消火用具の販売業等を営む事業者である。 

⑵  エビス総研は、本件２商品を自ら又は小売業者を通じて一般消費者に販売している。 
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⑶  エビス総研は、本件２商品に係る自社ウェブサイト及び「ＹｏｕＴｕｂｅ」と称する

動画共有サービスにおける動画広告（以下「動画広告」という。）の表示内容を自ら決

定している。 

⑷ア(ｱ) エビス総研は、本件２商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、遅くと

も令和３年７月８日から令和４年４月２５日までの間、自社ウェブサイトにおい

て、「炎に投げ込むだけで消火！」、「子供・女性・老人 誰でも使える！」、

「小さな消防士１本で４畳半～６畳程度の消火が可能ですので初期消火や、い

ざと言う時の避難経路を確保するための消火などに最適です。」等と表示する

など、別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体

において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、一

般的な住宅の居室内で発生する、４畳半から６畳程度の範囲に炎が広がるまでの

火災に本件商品①１本又は本件商品②１本を投げるだけで、本件商品①１本又は

本件商品②１本の消火剤から発生するガスの消火効果も作用して、当該火災を消

すことができる効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのよう

に示す表示をしていた。 

(ｲ) 消費者庁長官は、前記(ｱ)の表示について、それぞれ、景品表示法第５条第１

号に該当する表示か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、エ

ビス総研に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めたところ、エビス総研は、当該期間内に表示に係る裏付けとする

資料を提出したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠

を示すものであるとは認められないものであった。 

イ(ｱ) エビス総研は、本件２商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、少なく

とも令和３年７月８日から令和４年４月１９日までの間、自社ウェブサイトに

おいて、「消防庁認定」、「消防庁認定の消火能力の高さ！安全性」等と表示す

るなど、別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒

体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、

一般的な住宅の居室内で発生する、４畳半から６畳程度の範囲に炎が広がるま

での火災に本件商品①１本又は本件商品②１本を投げるだけで、本件商品①１

本又は本件商品②１本の消火剤から発生するガスの消火効果も作用して、当該

火災を消すことができる効果等の同表「効果」欄記載のとおりの消火性能が本

件２商品に備わっていることについて、消防庁が認定しているかのように示す

表示をしていた。 

(ｲ) 実際には、消防庁が、本件２商品に前記(ｱ)のとおりの消火性能が備わってい

ることを認定した事実はない。 
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３ 法令の適用 

前記事実によれば 

⑴ エビス総研が自己の供給する本件２商品の取引に関し行っていた表示は、それぞれ、

景品表示法第７条第２項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件２商品の内

容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことによ

り、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ

があると認められる表示とみなされるものである。 

⑵ エビス総研は、自己の供給する本件２商品の取引に関し、本件２商品の内容につい

て、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に

顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第５条第１号に該当す

るものである。 

⑶ 前記⑴の表示をしていた行為及び前記⑵の行為は、それぞれ、景品表示法第５条の規

定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提

起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。
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ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経

過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別
表
１
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

遅
く

と
も

令

和
３

年
７

月

８
日

か
ら

令

和
４

年
４

月

２
５

日
ま

で

の
間
 

自
社

ウ
ェ

ブ
サ

イ

ト
 

・
「
炎
に
投
げ
込
む
だ
け
で
消
火
！
」

 
・
「

子
供

・
女
性
・
老
人
 
誰
で
も
使
え
る
！
」

 
・
「
簡
単
手
投
げ
消
火
弾
」

 
・
「

お
年

寄
り
や
子
供
で

も
使
え
る
！
簡
単
投
げ
る
だ
け
！
」

 
・「

小
さ
な
消
防
士
で
あ
れ
ば
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
で
す
の
で
、
い
ざ
と
い
う
時
に

わ
か

り
や

す
く

簡
単
で

す
。
火

災
の
際

に
被

害
者
に

な
り
や

す
い
子

供
や

お
年
寄

り
で
も

投
げ

る
だ

け
な

の
で
簡

単
に
使

え
ま
す

し
、

炎
の
近

く
ま
で

行
く
必

要
も

な
い
の

で
安
全

に
消
火
活
動
が
行
え
ま
す
。」

 
・「

小
さ
な
消
防
士
１
本
で
４
畳
半
～
６
畳
程
度
の
消
火
が
可
能
で
す
の
で
初
期
消
火
や
、
い

ざ
と
言
う

時
の
避
難
経
路
を
確
保
す
る
た
め
の
消
火
な
ど
に
最
適
で
す
。
」

 
・「

油
火
災
は
火
の
回
り
が
早
い
た
め
初
期
消
火
が
非
常
に
重
要
に
な
り
ま
す
が
、
一
瞬
で
火

が
大

き
く

な
る

た
め
近

寄
り
に

く
く
近

距
離

か
ら
の

消
火
が

難
し
い

こ
と

も
あ
り

ま
す
。

し
か

し
小

さ
な

消
防
士

２
で
あ

れ
ば
安

全
な

距
離
か

ら
投
げ

る
だ
け

で
消

火
が
で

き
る
た

め
油
火
災

の
初
期
消
火
に
最
適
で
す
。
」

 
・「

法
定
に
基
づ
く
消
火
実
験
実
施
 
日
本
消
防
検
定
協
会
内
の

消
火
実
験
場
内
に
於
い
て
法

定
通

り
の

消
火

実
験
を

試
行
。

日
本
家

屋
の

４
畳
半

～
６
畳

の
規
模

を
想

定
し
て

の
試
験

で
し
た
が
、
水
一
滴
も
使
用
す
る
事
な
く
完
全
に
消
火
し
ま
し
た
。
」
と
の
記
載
と
共
に
、

別
添
写
し
１
の
枠
囲
み
⑴
の
画
像

 
・「

塩
化
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
は
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
が
酸
素
と
反
応
し
て
窒
素
ガ
ス
を
出
し
、
塩
化

水
素
と
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
が
反
応
し
て
炭
酸
ガ
ス
を
出
し
ま
す
。
ま
た
、
重
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

も
熱
分
解
で
炭
酸
ガ
ス
を
出
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
炭
酸
ガ
ス
と
窒
素
ガ
ス

が
空
気
（
酸
素
）

を
遮
断
し
、
同
時
に
発
生
す
る
水
蒸
気
が
火
災
の
温
度
を
奪
っ
て
瞬
時
に
消
火
し
ま
す
。」

 
・「

小
さ
な
消
防
士
を
投
げ
入
れ
る
」
、「

ア
ン
モ
ニ
ア
」
、「

酸
素
」
、「

発
生
」
、「

窒
素
ガ
ス
」
、

「
遮
断

」
、
「
酸

素
を

な
く

す
」
、
「

塩
化
水

素
」
、
「
炭
酸

カ
リ
ウ

ム
」
、
「
発

生
」
、
「

炭
酸

ガ

ス
」
、「

水
蒸
気
発
生
」
及
び
「
熱
源
を
な
く
す
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
１
の
枠
囲

み
⑵
の
イ
ラ
ス
ト

 
・
「

小
さ

な
消

防
士

は
、

火
災

中
の

熱
分

解
で

５
０

０
０

倍
以

上
の

体
積

の
消

火
ガ

ス
に

変

化
！

そ
の

消
火

ガ
ス
が

熱
吸
収

と
酸
素

遮
断

効
果
を

果
た
し

、
強
力

な
消

火
効
果

を
発
揮

し
ま
す
。
」

 
・
「

つ
か

ん
で
投
げ
る
簡

単
消
火
」

 
・
「
誰
で
も
使
え
る
」

 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、
４

畳
半
か
ら
６
畳
程
度
の
範
囲
に
炎
が
広
が
る

ま
で
の
火
災
に
本
件
商
品
①
１
本
又
は
本
件

商
品
②
１
本
を
投
げ
る
だ
け
で
、
本
件
商
品

①
１
本
又
は
本
件
商
品
②
１
本
の
消
火
剤
か

ら
発

生
す

る
ガ

ス
の

消
火

効
果

も
作

用
し

て
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
効
果
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表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

・
「
い
ざ
と
い
う
時
に
火
元
に
投
げ
る
だ
け
！
」

 
・「

小
さ
な
消
防
士
 
消
火
実
績
」
と
題
し
、「

消
防
車
も
入
れ

ぬ
密
集
地
の
火
災
で
も
威
力
を

発
揮

 
出

火
し

た
隣
の

４
階
建

て
の
ビ

ル
よ

り
、
２

階
木
造

住
宅
の

出
火

場
所
の

屋
根
に

小
さ

な
消

防
士
４
本
を
投
げ
鎮
火
。
水
一
滴
使
用
す
る
事
無
く
完
全
鎮
火
し
、
ご
近
所
へ
の

延
焼

を
防

ぎ
ま
し
た
。
消
火
弾
を
備
え
て
お
い
て
ホ
ン
ト
に
良
か
っ
た
で
す
。（

お
客
様
か

ら
の
声
）
」
、「

完
全
消
火
の
主
な
実
績
 
●
神
田
秋
葉
原
の
一

戸
建
て
の
２
階
２
４
畳
の
火

災
で

水
一

滴
も

使
わ
ず

小
さ
な

消
防
士

４
本

で
完
全

鎮
火
。

●
明
石

市
市

立
清
水

小
学
校

校
庭

に
て

小
学

３
年
生

と
５
年

生
の
男

子
生

徒
が
水

一
滴
も

使
わ
ず

１
本

で
完
全

鎮
火
。

●
小

学
２

年
生

の
女
の

子
が
４

畳
半
～

６
畳

に
相
当

す
る
消

火
実
験

で
小

さ
な
消

防
士
１

本
で
完
全
消
火
を
果
た
す
。」

及
び
「
※
消
火
実
績
は
、
小
さ
な
消
防
士
１
剤
に
よ
る
も
の

で
す
。
小
さ
な
消
防
士
１
剤
を
更
に
改
良
し
、
工
場
等
で
の
油
火
災
に
特
化
し
た
も
の
が
小

さ
な
消
防
士
２
で
す
。」

 
・「

家
族
の
命
・
財
産
を
守
る
為
に
消
火
器
の
準
備
も
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
住
宅

火

災
で

逃
げ

遅
れ

て
被
害

に
あ
う

事
が
多

い
の

は
子
供

や
老
人

で
す
。

子
供

や
老
人

が
簡
単

に
使
え
る

小
さ
な
消
防
士
は
お
ス
ス
メ
で
す
。」

 
・「

油
を
伴
っ
た
火
災
は
火
の
回
り
が
早
い
た
め
初
期
消
火
が
非
常
に
重
要
に
な
り
ま
す
。
一

瞬
で

火
が

大
き

く
な
る

た
め
近

寄
り
難

く
な

り
ま
す

が
、
小

さ
な
消

防
士

２
で
あ

れ
ば
安

全
な
距
離

か
ら
投
げ
る
だ
け
で
消
火
が
可
能
な
の
で
お
ス
ス
メ
で
す
。」

 
 
（
別
添
写
し
１
）
 

平
成

２
９

年

９
月

５
日

か

ら
令

和
４

年

５
月

１
０

日

ま
で
の
間
 

動
画
広
告

 
・
「

火
元

に
投
げ
込
む
だ
け
で
一
発
消
火
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
４
畳
半
程
度
」
及
び
「
投

げ
込

む
だ

け
一

発
消
火

！
！
」

と
の
文

字
の

映
像
並

び
に
本

件
商
品

①
１

本
を
使

用
し
て

火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
小
さ
な
消
防
士
の
３
つ
の
特
長
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
」
及
び
「
特
長
そ
の
１
。
誰
で
も

簡
単

投
げ

込
む
だ
け
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
３
つ
の
特
長
！
」
と
の
文
字
の
映
像
、
「
一

般
火
災
用
」
と
の
文
字
の
映
像
及
び
本
件
商
品
①
の
映
像
、
「
一
般
・
油
火

災
用
」
と
の
文

字
の
映
像
及
び
本
件
商
品
②
の
映
像
並
び
に
「
誰
で
も
簡
単
投
げ
込
む
だ
け
 
特
長
①
」
と

の
文
字
の

映
像
 

・
「
使

い
方
は
手
に
取

る
、
投
げ
る
、
は
い
そ
れ
だ
け
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
本
件
商
品
①

１
本
を
使

用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・「
女
性

で
も
。
お
年
寄
り
で
も
。
お
子
さ
ん
で
も
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、「

女
性
で
も
！
！
」
、

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、
４

畳
半
程
度
の
範
囲
に
炎
が
広
が
る
ま
で
の
火

災
に
本
件
商
品
①
１
本
又
は
本
件
商
品
②
１

本
を
投
げ
る
だ
け
で
、
本
件
商
品
①
１
本
又

は
本
件
商
品
②
１
本
の
消
火
剤
か
ら
発
生
す

る
ガ
ス
の
消
火
効
果
も
作
用
し
て
、
当
該
火

災
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
効
果
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表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

「
お
年
寄
り
で
も
！
！
」
及
び
「
お
子
さ
ん
で
も
！
！
」
と
の
文
字
の
映
像
並
び
に
本
件
商

品
①
１
本
を
使
用
し
て
大
人
２
名
及
び
子
供
が
そ
れ
ぞ
れ
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
そ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
火
の
中
に
小
さ
な
消
防
士
を
投
げ
込
む
と
、
容
器
が

割
れ
て
中
の

水
溶
液
が
拡
散
。
５
０
０
０
倍
以
上
の
体
積
の
ガ
ス
に
変
化
し
て
、
酸
素
、
熱
源
、
可
燃
物

と
い

う
、

燃
焼

の
三
要

件
を
化

学
反
応

で
シ

ャ
ッ
ト

ア
ウ
ト

し
ま
す

。
」

と
の
音

声
と
共

に
、
「

窒
素
ガ
ス
→
遮
断
→
酸
素
を
な
く
す
」
及
び
「
炭
酸
ガ
ス
→
水
蒸
気
発
生
→
熱
源
を

な
く

す
」

と
の

文
字
の

映
像
並

び
に
化

学
反

応
に
よ

り
発
生

す
る
ガ

ス
に

よ
り
火

が
消
え

る
様
子
を
示
す
イ
メ
ー
ジ
映
像
 

・
「
火
元
に

投
げ
込
む
だ
け
で
一
発
消
火
。
そ
れ
が
小
さ
な
消
防
士
で
す
。
」
と
の
音
声
と
共

に
、
本
件
商
品
①
の
映
像
 

・
「
特

長
そ
の
２
。
消
防
庁
認
定
の
納
得
の
消
火
能
力
。
」
の
音
声
と
共
に
、
「
納
得
の
消
火

能
力
 
特
長
②
」
と
の
文
字
の
映
像
並
び
に
「
小
さ
な
消
防
士
は
、
法
定
に

基
づ
い
た
第
一

消
火

試
験

を
受

け
て
い

ま
す
。

こ
れ
は

日
本

家
屋
の

４
畳
半

か
ら
６

畳
の

規
模
を

想
定
し

て
の
も
の
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
４
畳
半
程
度
」
の
文
字
の
映
像
及
び
消
火
試
験
用
の

模
型
に
火
を
点
け
る
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
そ
の
能
力
を
他
社
の
製
品
と
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
製
品
の
中
の
水
溶
液
を
霧
吹
き
に

入
れ
、
火
元
に
噴
射
し
て
何
回
で
消
え
る
か
を
試
し
た
実
験
。
８
回
噴
射
で
消
火
。
」
と
の

音
声
と
共
に
、
「
霧
吹
き
実
験
他
社
製
品
」
及
び
「
噴
射
８
回
」
と
の
文
字
の
映
像
並
び
に

霧
吹
き
を
８
回
噴
射
し
て
火
が
消
え
る
様
子
を
示
す
映
像
並
び
に
「
一
方
、
小
さ
な
消
防
士

は
。
見
事
！
一
発
消
火
！
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
霧
吹
き
実
験
小
さ
な

消
防
士
」
、
「
噴

射
１
回
」
及
び
「
一
発
消
火
！
！
」
と
の
文
字
の
映
像
並
び
に
霧
吹
き
を
１
回
噴
射
し
て
火

が
消
え
る
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
火
元
に

投
げ
込
む
だ
け
で
一
発
消
火
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「

誰
で
も
簡
単
投
げ
込
む

だ
け

！
！
」
と
の
文
字
の
映
像
並
び
に
「
そ
れ
が
消
防
庁
認

定
手
投
げ
消
火
弾
小
さ
な
消
防

士
で
す
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
一
般
火
災
用
」
と
の
文
字
の
映
像
及
び
本
件
商
品
①
の

映
像
並
び
に
「
一
般
・
油
火
災
用
」
と
の
文
字
の
映
像
及
び
本
件
商
品
②
の
映
像
 

（
別
添
写
し
２
）
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別
表
２
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

少
な

く
と

も

令
和

３
年

７

月
８

日
か

ら

令
和

４
年

４

月
１

９
日

ま

で
の
間
 

自
社

ウ
ェ

ブ
サ

イ

ト
 

・
「
炎
に
投
げ
込
む
だ
け
で
消
火
！
」

 
・
「

子
供

・
女
性
・
老
人
 
誰
で
も
使
え
る
！
」
 

・
「
消
防

庁
認
定
」

 
・
「
簡
単
手
投
げ
消
火
弾
」

 
・
「

お
年

寄
り
や
子
供
で

も
使
え
る
！
簡
単
投
げ
る
だ
け
！
」

 
・「

小
さ
な
消
防
士
で
あ
れ
ば
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
で
す
の
で
、
い
ざ
と
い
う
時
に
わ

か
り
や
す
く
簡
単
で
す
。
火
災
の
際
に
被
害
者
に
な
り
や
す
い
子
供
や
お

年
寄
り
で
も
投
げ

る
だ
け
な
の
で
簡
単
に
使
え
ま
す
し
、
炎
の
近
く
ま
で
行
く
必
要
も
な
い

の
で
安
全
に
消
火

活
動
が
行
え
ま
す
。
」

 
・
「
消
防

庁
認
定
の
消
火
能
力
の
高
さ
！
安
全
性
」

 
・
「

消
防

庁
認
定
」

 
・
「

小
さ

な
消

防
士

は
消

防
庁

の
認

定
し

て
い

る
簡

易
消

火
用

具
と

し
て

認
め

ら
れ

て
い

ま

す
。
」

 
・「

小
さ
な
消
防
士
１
本
で
４
畳
半
～
６
畳
程
度
の
消
火
が
可
能
で
す
の
で
初
期
消
火
や
、
い
ざ

と
言
う
時
の
避
難
経
路
を
確
保
す
る
た
め
の
消
火
な
ど
に
最
適
で
す
。」

 
・「

油
火
災
は
火
の
回
り
が
早
い
た
め
初
期
消
火
が
非
常
に
重
要
に
な
り
ま
す
が
、
一
瞬
で
火
が

大
き
く
な
る
た
め
近
寄
り
に
く
く
近
距
離
か
ら
の
消
火
が
難
し
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
し
か

し
小
さ
な
消
防
士
２
で
あ
れ
ば
安
全
な
距
離
か
ら
投
げ
る
だ
け
で
消
火
が

で
き
る
た
め
油
火

災
の
初
期
消
火
に
最
適
で
す
。」

 
・
「

法
定

に
基

づ
く

消
火

実
験
実

施
 

日
本

消
防

検
定

協
会
内

の
消

火
実

験
場

内
に

於
い
て

法

定
通
り
の
消
火
実
験
を
試
行
。
日
本
家
屋
の
４
畳
半
～
６
畳
の
規
模
を
想

定
し
て
の
試
験
で

し
た
が
、
水
一
滴
も
使
用
す
る
事
な
く
完
全
に
消
火
し
ま
し
た
。
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添

写
し
１
の

枠
囲
み
⑴
の
画
像

 
・「

塩
化
ア

ン
モ
ニ
ウ
ム
は
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
が
酸
素
と
反
応
し
て
窒
素
ガ
ス
を
出
し
、
塩
化
水

素
と
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
が
反
応
し
て
炭
酸
ガ
ス
を
出
し
ま
す
。
ま
た
、
重
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
も

熱
分
解
で
炭
酸
ガ
ス
を
出
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
炭
酸
ガ
ス
と
窒
素
ガ
ス
が

空
気
（
酸
素
）
を

遮
断
し
、

同
時
に
発
生
す
る
水
蒸
気
が
火
災
の
温
度
を
奪
っ
て
瞬
時
に
消
火
し
ま
す
。」

 
・
「
小
さ
な
消
防
士
を
投
げ
入
れ
る
」
、
「
ア
ン
モ
ニ
ア
」
、
「
酸
素
」
、
「
発
生
」
、
「
窒
素
ガ
ス
」
、

「
遮
断
」
、「

酸
素
を
な
く
す
」、
「
塩
化
水
素
」
、「

炭
酸
カ
リ
ウ
ム
」
、「

発
生
」、
「
炭
酸
ガ
ス
」、

「
水
蒸
気
発
生
」
及
び
「
熱
源
を
な
く
す
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写

し
１
の
枠
囲
み
⑵

一
般

的
な

住
宅

の
居

室
内

で
発

生
す

る
、

４
畳

半
か

ら
６

畳
程

度
の

範
囲

に
炎

が
広

が
る

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

①
１

本
又

は
本

件
商

品
②

１
本

を
投

げ
る

だ
け

で
、

本
件

商
品

①
１

本
又

は
本

件
商

品
②

１
本

の
消

火
剤

か
ら

発
生

す
る

ガ
ス

の
消

火
効

果
も

作
用

し
て

、
当

該
火

災
を

消
す

こ
と

が
で
き
る
効
果
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表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

の
イ
ラ
ス
ト

 
・「

小
さ
な
消
防
士
は
、
火
災
中
の
熱
分
解
で
５
０
０
０
倍
以
上
の
体
積
の
消
火
ガ
ス
に
変
化
！

そ
の

消
火

ガ
ス

が
熱

吸
収

と
酸

素
遮

断
効

果
を

果
た

し
、

強
力

な
消

火
効

果
を

発
揮

し
ま

す
。
」

 
・
「

つ
か

ん
で
投
げ
る
簡
単
消
火
」

 
・
「
誰
で
も
使
え
る
」

 
・
「
国
内

唯
一
消
防
庁
認
定
」

 
・
「
い
ざ
と
い
う
時
に
火
元
に
投
げ
る
だ
け
！
」

 
・
「
小
さ

な
消
防
士
は
『
消
防
庁
認
定
』
の
消
火
能

力
！
」

 
・
「
小
さ
な
消
防
士
 

消
火
実
績
」
と
題
し
、
「
消
防
車
も
入
れ
ぬ
密
集
地
の

火
災
で
も
威
力
を

発
揮
 

出
火
し
た
隣
の
４
階
建
て
の
ビ
ル
よ
り
、
２
階
木
造
住
宅
の
出
火

場
所
の
屋
根
に
小

さ
な
消
防
士
４
本
を
投
げ
鎮
火
。
水
一
滴
使
用
す
る
事
無
く
完
全
鎮
火
し

、
ご
近
所
へ
の
延

焼
を
防
ぎ

ま
し
た
。
消
火
弾
を
備
え
て
お
い
て
ホ
ン
ト
に
良
か
っ
た

で
す
。（

お
客
様
か
ら
の

声
）
」
、「

完
全
消
火
の
主
な
実
績
 
●
神
田
秋
葉
原
の
一

戸
建
て
の
２
階
２
４
畳
の
火

災
で
水

一
滴
も
使
わ
ず
小
さ
な
消
防
士
４
本
で
完
全
鎮
火
。
●
明
石
市
市
立
清
水

小
学
校
校
庭
に
て

小
学
３
年
生
と
５
年
生
の
男
子
生
徒
が
水
一
滴
も
使
わ
ず
１
本
で
完
全
鎮

火
。
●
小
学
２
年

生
の
女
の
子
が
４
畳
半
～
６
畳
に
相
当
す
る
消
火
実
験
で
小
さ
な
消
防
士
１
本
で
完
全
消
火

を
果
た
す
。」

及
び
「
※
消
火
実
績
は
、
小
さ
な
消
防
士
１
剤
に
よ
る
も
の
で
す
。
小
さ
な
消

防
士
１
剤
を
更
に
改
良
し
、
工
場
等
で
の
油
火
災
に
特
化
し
た
も
の
が
小

さ
な
消
防
士
２
で

す
。
」

 
・「

家
族
の
命
・
財
産
を
守
る
為
に
消
火
器
の
準
備
も
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
住
宅
火
災

で
逃
げ
遅
れ
て
被
害
に
あ
う
事
が
多
い
の
は
子
供
や
老
人
で
す
。
子
供
や
老
人
が
簡
単
に
使

え
る
小
さ
な
消
防
士
は
お
ス
ス
メ
で
す
。」

 
・「

油
を
伴
っ
た
火
災
は
火
の
回
り
が
早
い
た
め
初
期
消
火
が
非
常
に
重
要
に
な
り
ま
す
。
一
瞬

で
火
が
大
き
く
な
る
た
め
近
寄
り
難
く
な
り
ま
す
が
、
小
さ
な
消
防
士
２

で
あ
れ
ば
安
全
な

距
離
か
ら
投
げ
る
だ
け
で
消
火
が
可
能
な
の
で
お
ス
ス
メ
で
す
。」

 
（
別
添
写
し
１
）
 

平
成

２
９

年

９
月

５
日

か

ら
令

和
４

年

動
画
広
告
 

・
「
火

元
に
投
げ
込
む
だ
け
で
一
発
消
火
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
４
畳
半

程
度
」
及
び
「
投

げ
込
む
だ
け
一
発
消
火
！
！
」
と
の
文
字
の
映
像
並
び
に
本
件
商
品
①
１

本
を
使
用
し
て
火

を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
小
さ
な

消
防
士
の
３
つ
の
特
長
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
」
及
び
「
特
長
そ
の
１
。
誰
で
も

一
般

的
な

住
宅

の
居

室
内

で
発

生
す

る
、

４
畳

半
程

度
の

範
囲

に
炎

が
広

が
る

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

①
１

本
又

は
本

件
商

品
②

１
本

を
投

げ
る

だ
け

で
、

本
件

商
品
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表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

５
月

１
０

日

ま
で
の
間
 

簡
単
投
げ
込
む
だ
け
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
３
つ
の
特
長
！
」
と
の
文
字
の
映
像
、
「
一

般
火
災
用
」
と
の
文
字
の
映
像
及
び
本
件
商
品
①
の
映
像
、
「
一
般
・
油

火
災
用
」
と
の
文

字
の
映
像
及
び
本
件
商
品
②
の
映
像
並
び
に
「
誰
で
も
簡
単
投
げ
込
む
だ

け
 
特
長
①
」
と

の
文
字
の

映
像
 

・
「
使
い
方

は
手
に
取
る
、
投
げ
る
、
は
い
そ
れ
だ
け
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
本
件
商
品
①

１
本
を
使

用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「

女
性
で

も
。
お
年
寄
り
で
も
。
お
子
さ
ん
で
も
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、「

女
性
で

も
！
！
」
、

「
お
年
寄
り
で
も
！
！
」
及
び
「
お
子
さ
ん
で
も
！
！
」
と
の
文
字
の
映

像
並
び
に
本
件
商

品
①
１
本
を
使
用
し
て
大
人
２
名
及
び
子
供
が
そ
れ
ぞ
れ
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
火
の
中
に
小
さ
な
消
防
士
を
投
げ
込
む
と
、
容
器
が
割
れ
て
中
の

水
溶
液
が
拡
散
。
５
０
０
０
倍
以
上
の
体
積
の
ガ
ス
に
変
化
し
て
、
酸
素

、
熱
源
、
可
燃
物

と
い
う
、
燃
焼
の
三
要
件
を
化
学
反
応
で
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
ま
す
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、

「
窒
素
ガ
ス
→
遮
断
→
酸
素
を
な
く
す
」
及
び
「
炭
酸
ガ
ス
→
水
蒸
気
発

生
→
熱
源
を
な
く

す
」
と
の
文
字
の
映
像
並
び
に
化
学
反
応
に
よ
り
発
生
す
る
ガ
ス
に
よ
り

火
が
消
え
る
様
子

を
示
す
イ
メ
ー
ジ
映
像
 

・
「
火
元
に
投
げ
込
む
だ
け
で
一
発
消
火
。
そ
れ
が
小
さ
な
消
防
士
で
す
。
」
と
の
音
声
と
共

に
、
「
消
防
庁
認
定
」
と
の
文
字
の
映
像
及
び
本
件
商
品
①
の
映
像
 

・
「
特
長
そ
の
２
。
消
防
庁
認
定
の
納
得
の
消
火
能
力
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
納
得
の
消

火
能
力
 
特
長
②
」
と
の
文
字
の
映
像
並
び
に
「
小
さ
な
消
防
士
は
、
法
定
に
基
づ
い
た
第

一
消
火
試
験
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
家
屋
の
４
畳
半
か
ら
６
畳

の
規
模
を
想
定
し

て
の
も
の
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
４
畳
半
程
度
」
の
文
字
の
映
像
及

び
消
火
試
験
用
の

模
型
に
火

を
点
け
る
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
そ
の
能

力
を
他
社
の
製
品
と
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
製
品
の
中
の
水
溶
液
を
霧
吹
き
に

入
れ
、
火
元
に
噴
射
し
て
何
回
で
消
え
る
か
を
試
し
た
実
験
。
８
回
噴
射
で
消
火
。
」
と
の

音
声
と
共
に
、
「
霧
吹
き
実
験
他
社
製
品
」
及
び
「
噴
射
８
回
」
と
の
文
字
の
映
像
並
び
に

霧
吹
き
を
８
回
噴
射
し
て
火
が
消
え
る
様
子
を
示
す
映
像
並
び
に
「
一
方
、
小
さ
な
消
防
士

は
。
見
事
！
一
発
消
火
！
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
霧
吹
き
実
験
小
さ
な
消
防
士
」
、
「
噴

①
１

本
又

は
本

件
商

品
②

１
本

の
消

火
剤

か
ら

発
生

す
る

ガ
ス

の
消

火
効

果
も

作
用

し
て

、
当

該
火

災
を

消
す

こ
と

が
で

き
る

効
果
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表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

射
１
回
」
及
び
「
一
発
消
火
！
！
」
と
の
文
字
の
映
像
並
び
に
霧
吹
き
を

１
回
噴
射
し
て
火

が
消
え
る
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
火
元
に

投
げ
込
む
だ
け
で
一
発
消
火
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
誰
で
も
簡
単
投
げ
込
む

だ
け
！
！
」
と
の
文
字
の
映
像
並
び
に
「
そ
れ
が
消
防
庁
認
定
手
投
げ
消

火
弾
小
さ
な
消
防

士
で
す
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
「
一
般
火
災
用
」
と
の
文
字
の
映
像
及

び
本
件
商
品
①
の

映
像
、
「
一
般
・
油
火
災
用
」
と
の
文
字
の
映
像
及
び
本
件
商
品
②
の
映
像
並
び
に
「
消
防

庁
認
定
」

と
の
文
字
の
映
像
 

（
別
添
写
し
２
）
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消表対第６６１号 

令和４年５月２５日 

株式会社ファイテック 

代表取締役 林 富徳 殿 

消費者庁長官 伊藤 明子 

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「ファイテック投てき用消火用具」又は「投てき用消火用具Ｆｉ

ｔｅｃｈ」と称する商品（以下「本件商品①」という。）及び「火にポン」と称する商品（以

下「本件商品②」という。）の各商品（以下「本件２商品」という。）の取引について、そ

れぞれ、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」

という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行ってい

る又は行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、本件２商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有

することなく行っている次に掲げる表示をしている行為を速やかに取りやめなければ

ならない。 

 本件２商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品①について、遅くと

も令和３年９月１日以降、商品パッケージにおいて、「ボトルそのまま火元に投げて簡

単消火！」、「本製品は初期段階の火災のみ有効です。（炎が天井に付くまでの火災）」、

「誰でも簡単に使えます！火災に向けて投げるだけなので、お子様からお年寄りまで

誰でも簡単に使用できます。」等と表示するなど、別表１「対象商品」欄記載の商品に

ついて、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体におい

て、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、一般的な住宅の

居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届くまでの火災の火元に本件商品①

１本を投げるだけで、当該火災を消すことができる効果等の同表「効果」欄記載のとお

りの効果が得られるかのように示す表示 

⑵ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件２商品に係る表示に関して、次に掲げる事

項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法につい

ては、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

※別添写しについては添付を省略しています。   別添３ 
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ア 貴社は、本件２商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品①につい

て、遅くとも令和３年９月１日以降、商品パッケージにおいて、「ボトルそのまま火

元に投げて簡単消火！」、「本製品は初期段階の火災のみ有効です。（炎が天井に付

くまでの火災）」、「誰でも簡単に使えます！火災に向けて投げるだけなので、お子

様からお年寄りまで誰でも簡単に使用できます。」等と表示するなど、別表２「対象

商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」

欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、

あたかも、一般的な住宅の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届くまで

の火災の火元に本件商品①１本を投げるだけで、当該火災を消すことができる効果

等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていたこ

と。 

イ 前記アの表示は、それぞれ、本件２商品の内容について、一般消費者に対し、実際

のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであ

ること。 

⑶ 貴社は、今後、本件２商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとな

る合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示が行われ

ることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底

しなければならない。 

⑷ 貴社は、今後、本件２商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとな

る合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示をしては

ならない。 

⑸ 貴社は、前記⑴に基づいてとった措置、前記⑵に基づいて行った周知徹底及び前記⑶

に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなけれ

ばならない。 

 

２ 事実 

⑴ 株式会社ファイテック（以下「ファイテック」という。）は、愛知県丹羽郡大口町秋

田三丁目１０１番地に本店を置き、消火用具の販売業等を営む事業者である。 

⑵ ファイテックは、本件２商品を自ら又は小売業者を通じて一般消費者に販売してい

る。 

⑶ ファイテックは、本件２商品に係る商品パッケージ及び販売用広告の表示内容を自

ら決定している。 

⑷ア ファイテックは、本件２商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品

①について、遅くとも令和３年９月１日以降、商品パッケージにおいて、「ボトルそ

のまま火元に投げて簡単消火！」、「本製品は初期段階の火災のみ有効です。（炎が

天井に付くまでの火災）」、「誰でも簡単に使えます！火災に向けて投げるだけなの
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で、お子様からお年寄りまで誰でも簡単に使用できます。」等と表示するなど、別表

２「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表

示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示すること

により、あたかも、一般的な住宅の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが

届くまでの火災の火元に本件商品①１本を投げるだけで、当該火災を消すことがで

きる効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をし

ている又は表示をしていた。 

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、それぞれ、景品表示法第５条第１号に該

当する表示か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、ファイテック

に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求

めたところ、ファイテックは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出した

が、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると

は認められないものであった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ファイテックが自己の供給する本件２商品の取引に関し行ってい

る又は行っていた表示は、それぞれ、景品表示法第７条第２項の規定により、同法第５条

第１号に規定する、本件２商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著

しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合

理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示とみなされるものであって、かか

る表示をしている又は表示をしていた行為は、それぞれ、同法第５条の規定に違反するも

のである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提
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起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提

起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経

過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別
表
１
 

対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

本
件
商
品
①
 

遅
く

と
も

令

和
３

年
９

月

１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
ボ
ト
ル
そ
の
ま
ま
火
元
に
投
げ
て
簡
単
消
火
！
」
 

・
「
本
製
品
は
初
期
段
階
の
火
災
の
み
有
効
で
す
。
（
炎
が

天
井
に
付
く
ま
で
の

火
災
）
」
 

・
「
初
期
消
火
用
 
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効

。
」
と
の
記
載
と
共

に
、
別
添
写
し
１
の
枠
囲
み
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
誰
で
も
簡
単
に
使
え
ま
す
！
火
災
に
向
け
て
投
げ
る
だ

け
な
の
で
、
お
子
様

か
ら
お
年
寄
り
ま
で
誰
で
も
簡
単
に
使
用
で
き
ま
す
。
」
 

・
「
短
時
間
で
消
火
い
た
し
ま
す
。
再
燃
防
止
剤
を
含
ん
で
い
ま
す
の
で
、
消
火

後
の
再
燃
を
防
ぐ
効
果
が
あ
り
ま
す
。
」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
の

火
元

に
本

件
商

品
①

１

本
を
投
げ
る
だ
け
で
、
当
該
火
災
を
消
す

こ
と
が
で
き
る
効
果
 

遅
く

と
も

令

和
３

年
９

月

１
日
以
降
 

販
売
用
広
告
 

・
「
慌
て
て
も
消
せ
る
だ
け
の
消
火
能
力
が
絶
対
に
必
要
！
」
 

・
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
⑴
の
画
像
 

・
「

消
火

能
力

も
十

分
で

消
し

や
す

い
 

お
年

寄
り

で
も

カ
ン

タ
ン

に
使

え

る
！
」
、
「
壁
に
当
た
っ
て
破
裂
し
、
薬
剤
が
飛
び
散
っ
た
あ
と
、
ス
ー
ッ
と

火
が
消
え
て
い
っ
た
」
、
「
誰
で
も
使
え
る
の
が
何
よ
り

重
要
！
 
壁
に
ぶ
つ

か
る
と
簡
単
に
割
れ
る
た
め
、
力
の
な
い
高
齢
者
で
も
キ
チ
ン
と
使
え
る
。
」

及
び
「
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
薄
く
し
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ボ
ト

ル
は
２
０
ｃ
ｍ
の
高

さ
か
ら
自
由
落
下
さ
せ
た
だ
け
で
き
れ
い
に
割
れ
た
。
こ
れ
な
ら
力
が
な
く
て

も
、
投
げ
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
薬
剤
を
ば
ら
ま
け
る
。
あ
と
は
消
え
る
ま
で
待
つ

の
み
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
⑵
の
画
像
 

・
「
誰
で
も
失
敗
な
く
消
火
で
き
る
『
使
い
や
す
さ
』
で
選
ぶ
べ
し
！
」
 

・
「
消
火
器
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
慌
て
て
い
て
も
使
え
る

こ
と
！
」
、
「
今
回

の
テ
ス
ト
で
は
消
火
能
力
の
ほ
か
に
『
慌
て
て
い
て
も
使
え

る
か
ど
う
か
』
を

重
要
な
判

断
基
準
と
し
た
。
」
、
「
２
㎥
の
炎
を
鎮
め
、
逃
げ
る
時
間
を
作
る

消
火
能
力
が
あ
っ
た
」
及
び
「
ベ
ス
ト
の
フ
ァ
イ
テ
ッ
ク
は
２
０
ｃ
ｍ
の
高
さ

か
ら
落
と
し
て
も
完
全
に
割
れ
る
の
に
比
べ
て
、
そ
の
他
は
ヒ
ビ
割
れ
程
度
だ

っ
た

り
割

れ
な

か
っ

た
り

と
大

き
な

差
が

。
慌

て
て

投
げ

る
の

を
失

敗
し

て

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

８
㎥

の
立

体
的

範
囲

に
炎

が
広

が
る

ま

で
の

火
災

に
本

件
商

品
①

１
本

を
投

げ

る
だ
け
で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が
で

き
る
効
果
 

5



対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

も
、
確
実
に
割
れ
る
と
思
え
る
の
は
フ
ァ
イ
テ
ッ
ク
の
み
だ
っ
た
。
」
 

・
「
投
げ
込
む
だ
け
の
簡
単
一
発
『
投
て
き
用
消
火
用
具
』
」
 

・「
火
災
発
生
！
！
」
、「

ボ
ト
ル
を

そ
の
ま
ま
投
げ
込
む
」
及
び
「
消
火
完
了
！
！
」

と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
⑶
の
画
像
 

・
「
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
簡
単
に
使
え
ま
す
」
 

・
「
消
火
範
囲
／
８
立
方
メ
ー
ト
ル
（
立
体
的
範
囲
で
消
火
可
能
）
※
火
災
範
囲

の
広
い
場
合
は
、
複
数
本
投
て
き
し
て
く
だ
さ
い
。
」
 

（
別
添
写
し
２
）
 

本
件
商
品
②
 

遅
く

と
も

令

和
３

年
７

月

１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
誰
で
も
簡
単
に
初
期
消
火
」
 

・
「
誰
で
も
簡
単
に
初
期
消
火
火
災
の
拡
大
を
防
ぎ
ま
す
。

」
 

・
「
小
さ
な
お
子
様
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
誰
で
も
簡
単
に

初
期
消
火
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
家
庭
用
投
て
き
用
消
火
用
具
で
す
。
」
 

・
「
簡
単
消
火
 
出
火
 
投
げ
る
 
消
え
る
」
 

・
「
①
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
誰
で
も
簡
単
消
火
 
使
い
方
は
炎
に
向
か
っ

て
投
げ
入

れ
る
だ
け
。
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
誰
で
も
簡
単
に
消
火
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
」
 

・
「
②
２
０
ｃ
ｍ
の
高
さ
か
ら
の
落
下
で
も
簡
単
に
割
れ
る
！
 
非
常
時
に
き
ち

ん
と
機
能
す
る
よ
う
、
２
０
ｃ
ｍ
の
高
さ
か
ら
の
落
下
で

も
割
れ
る
よ
う
設
計

さ
れ
て
い

ま
す
。
予
期
し
な
い
火
事
で
慌
て
て
い
て
も
、
難
し
い
操
作
は
不
要

な
た
め
、
素
早
く
簡
単
に
初
期
消
火
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
」
と
の
記
載

と
共
に
、
別
添
写
し
３
の
枠
囲
み
⑴
の
画
像
 

・
「
本
製
品
は
初
期
段
階
の
火
災
の
み
有
効
で
す
。
（
炎
が

天
井
に
付
く
ま
で
の

火
災
）
」
 

・
「
初
期
消
火
用
 
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効
。
」
と
の
記
載

と
共

に
、
別
添
写
し
３
の
枠
囲
み
⑵
の
イ
ラ
ス
ト
 

 
 

（
別
添
写
し
３
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

②
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
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別
表
２
 

対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

本
件
商
品
①
 

遅
く

と
も

令

和
３

年
９

月

１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
ボ
ト
ル
そ
の
ま
ま
火
元
に
投
げ
て
簡
単
消
火
！
」
 

・
「
本
製
品
は
初
期
段
階
の
火
災
の
み
有
効
で
す
。
（
炎
が

天
井
に
付
く
ま
で
の

火
災
）
」
 

・
「
初
期
消
火
用
 
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効

。
」
と
の
記
載
と
共

に
、
別
添
写
し
１
の
枠
囲
み
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
誰
で
も
簡
単
に
使
え
ま
す
！
火
災
に
向
け
て
投
げ
る
だ

け
な
の
で
、
お
子
様

か
ら
お
年
寄
り
ま
で
誰
で
も
簡
単
に
使
用
で
き
ま
す
。
」
 

・
「
短
時
間
で
消
火
い
た
し
ま
す
。
再
燃
防
止
剤
を
含
ん
で
い
ま
す
の
で
、
消
火

後
の
再
燃
を
防
ぐ
効
果
が
あ
り
ま
す
。
」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
の

火
元

に
本

件
商

品
①

１

本
を
投
げ
る
だ
け
で
、
当
該
火
災
を
消
す

こ
と
が
で
き
る
効
果
 

遅
く

と
も

令

和
３

年
９

月

１
日
以
降
 

販
売
用
広
告
 

・
「
慌
て
て
も
消
せ
る
だ
け
の
消
火
能
力
が
絶
対
に
必
要
！
」
 

・
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
⑴
の
画
像
 

・
「

消
火

能
力

も
十

分
で

消
し

や
す

い
 

お
年

寄
り

で
も

カ
ン

タ
ン

に
使

え

る
！
」
、
「
壁
に
当
た
っ
て
破
裂
し
、
薬
剤
が
飛
び
散
っ
た
あ
と
、
ス
ー
ッ
と

火
が
消
え
て
い
っ
た
」
、
「
誰
で
も
使
え
る
の
が
何
よ
り

重
要
！
 
壁
に
ぶ
つ

か
る
と
簡
単
に
割
れ
る
た
め
、
力
の
な
い
高
齢
者
で
も
キ
チ
ン
と
使
え
る
。
」

及
び
「
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
薄
く
し
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ボ
ト

ル
は
２
０
ｃ
ｍ
の
高

さ
か
ら
自
由
落
下
さ
せ
た
だ
け
で
き
れ
い
に
割
れ
た
。
こ
れ
な
ら
力
が
な
く
て

も
、
投
げ
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
薬
剤
を
ば
ら
ま
け
る
。
あ
と
は
消
え
る
ま
で
待
つ

の
み
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
⑵
の
画

像
 

・
「
誰
で
も
失
敗
な
く
消
火
で
き
る
『
使
い
や
す
さ
』
で
選
ぶ
べ
し
！
」
 

・
「
消
火
器
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
慌
て
て
い
て
も
使
え
る

こ
と
！
」
、
「
今
回

の
テ
ス
ト
で
は
消
火
能
力
の
ほ
か
に
『
慌
て
て
い
て
も
使
え

る
か
ど
う
か
』
を

重
要
な
判

断
基
準
と
し
た
。
」
、
「
２
㎥
の
炎
を
鎮
め
、
逃
げ
る
時
間
を
作
る

消
火
能
力
が
あ
っ
た
」
及
び
「
ベ
ス
ト
の
フ
ァ
イ
テ
ッ
ク
は
２
０
ｃ
ｍ
の
高
さ

か
ら
落
と
し
て
も
完
全
に
割
れ
る
の
に
比
べ
て
、
そ
の
他
は
ヒ
ビ
割
れ
程
度
だ

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

８
㎥

の
立

体
的

範
囲

に
炎

が
広

が
る

ま

で
の

火
災

に
本

件
商

品
①

１
本

を
投

げ

る
だ
け
で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が
で

き
る
効
果
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

っ
た

り
割

れ
な

か
っ

た
り

と
大

き
な

差
が

。
慌

て
て

投
げ

る
の

を
失

敗
し

て

も
、
確
実
に
割
れ
る
と
思
え
る
の
は
フ
ァ
イ
テ
ッ
ク
の
み
だ
っ
た
。
」
 

・
「
投
げ
込
む
だ
け
の
簡
単
一
発
『
投
て
き
用
消
火
用
具
』
」
 

・「
火
災
発
生
！
！
」
、「

ボ
ト
ル
を
そ
の
ま
ま
投
げ
込
む
」
及
び
「
消
火
完
了
！
！
」

と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
⑶
の
画
像
 

・
「
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
簡
単
に
使
え
ま
す
」
 

・
「
消
火
範
囲
／
８
立
方
メ
ー
ト
ル
（
立
体
的
範
囲
で
消
火
可
能
）
※
火
災
範
囲

の
広
い
場
合
は
、
複
数
本
投
て
き
し
て
く
だ
さ
い
。
」
 

（
別
添
写
し
２
）
 

少
な

く
と

も

令
和

２
年

７

月
１

日
か

ら

令
和

３
年

６

月
３

０
日

ま

で
の
間
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
投
げ
る
だ
け
で
火
が
消
せ
る
 
簡
単
一
発
消
火
ボ
ト
ル
」
 

・
「
投
げ
込
む
だ
け
！
」
及
び
「
火
災
の
恐
怖
か
ら
ア
ナ
タ

を
守
る
 
こ
の
１
本
 

子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
簡
単
に
使
え
ま
す
。
」
 

・
「
Ｆ
ｉ
ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
な
ら
簡
単
消
火
 
出
火
！
投
げ
る
！
消
え
る
！
」
及
び
「
出

火
！
→
投
げ
る
！
→
消
え
る
！
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
４
の
枠
囲
み

⑴
の
画
像
 

・
「
誰
で
も
簡
単
に
使
え

ま
す
！
 
火
災
に
向
け
て
投
げ
る

だ
け
な
の
で
、
お
子

様
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
誰
で
も
簡
単
に
使
用
で
き
ま
す
。
」
 

・
「
わ
ず
か
１
秒
～
５
秒
で
消
火
！
再
燃
防
止
対
策
も
万
全

！
 
投
て
き
後
、
適

用
範
囲
内

の
初
期
火
災
を
、
約
１
秒
～
５

秒
程
度
で
消
火
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、

再
燃
防
止
剤
を
含
ん
で
い
ま
す
の
で
、
消
火
後
の
再
燃
も
防
止
で
き
ま
す
。
」
 

・
「
本
製
品
は
初
期
段
階
の
火
災
の
み
有
効
で
す
。
（
炎
が

天
井
に
付
く
ま
で
の

火
災
）
」
 

・
「
初
期
消
火
用
 
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効

。
」
と
の
記
載
と
共

に
、
別
添
写
し
４
の
枠
囲
み
⑵
の
イ
ラ
ス
ト
 

（
別
添
写
し
４
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

①
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
 

少
な

く
と

も

平
成

３
０

年

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
投
げ
る
だ
け
で
火
が
消
せ
る
 
簡
単
一
発
消
火
ボ
ト
ル
」
 

・
「
投
げ
込
む
だ
け
！
」
及
び
「
火
災
の
恐
怖
か
ら
ア
ナ
タ

を
守
る
 
こ
の
１
本
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

8



対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

７
月

１
日

か

ら
令

和
２

年

４
月

３
０

日

ま
で
の
間
 

子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
簡
単
に
使
え
ま
す
。
」
 

・
「
Ｆ
ｉ
ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
な
ら
簡
単
消
火
 
出
火
！
投
げ
る
！
消
え
る
！
」
及
び
「
出

火
！
→
投
げ
る
！
→
消
え
る
！
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
５
の
枠
囲
み

⑴
の
画
像
 

・
「
誰
で
も
簡
単
に
使
え

ま
す
！
 
火
災
に
向
け
て
投
げ
る
だ
け
な
の
で
、
お
子

様
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
誰
で
も
簡
単
に
使
用
で
き
ま
す
。
」
 

・
「
わ
ず
か
１
秒
～
５
秒
で
消
火
！
再
燃
防
止
対
策
も
万
全

！
 
投
て
き
後
、
適

用
範
囲
内

の
初
期
火
災
を
、
約
１
秒
～
５

秒
程
度
で
消
火
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、

再
燃
防
止
剤
を
含
ん
で
い
ま
す
の
で
、
消
火
後
の
再
燃
も
防
止
で
き
ま
す
。
」
 

・
「
本
製
品
は
初
期
段
階
の
火
災
の
み
有
効
で
す
。
（
炎
が

天
井
に
付
く
ま
で
の

火
災
）
」
 

・
「
初
期
消
火
用
 
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効

。
」
と
の
記
載
と
共

に
、
別
添
写
し
５
の
枠
囲
み
⑵

の
イ
ラ
ス
ト
 

（
別
添
写
し
５
）
 

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

①
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
 

本
件
商
品
②
 

遅
く

と
も

令

和
３

年
７

月

１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
誰
で
も
簡
単
に
初
期
消
火
」
 

・
「
誰
で
も
簡
単
に
初
期
消
火
火
災
の
拡
大
を
防
ぎ
ま
す
。

」
 

・
「
小
さ
な
お
子
様
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
誰
で
も
簡
単
に

初
期
消
火
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
家
庭
用
投
て
き
用
消
火
用
具
で
す
。
」
 

・
「
簡
単
消
火
 
出
火
 
投
げ
る
 
消
え
る
」
 

・
「
①
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
誰
で
も
簡
単
消
火
 
使
い
方
は
炎
に
向
か
っ

て
投
げ
入

れ
る
だ
け
。
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
誰
で
も
簡
単
に
消
火
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
」
 

・
「
②
２
０
ｃ
ｍ
の
高
さ
か
ら
の
落
下
で
も
簡
単
に
割
れ
る
！
 
非
常
時
に
き
ち

ん
と
機
能
す
る
よ
う
、
２
０
ｃ
ｍ
の
高
さ
か
ら
の
落
下
で

も
割
れ
る
よ
う
設
計

さ
れ
て
い

ま
す
。
予
期
し
な
い
火
事
で
慌
て
て
い
て
も
、
難
し
い
操
作
は
不
要

な
た
め
、
素
早
く
簡
単
に
初
期
消
火
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
」
と
の
記
載

と
共
に
、
別
添
写
し
３
の
枠
囲
み
⑴
の
画
像
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

②
１

本
を

投

げ
る
だ
け
で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

・
「
本
製
品
は
初
期
段
階
の
火
災
の
み
有
効
で
す
。
（
炎
が

天
井
に
付
く
ま
で
の

火
災
）
」
 

・
「
初
期
消
火
用
 
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効
。
」
と
の
記
載
と
共

に
、
別
添
写
し
３
の
枠
囲
み
⑵
の
イ
ラ
ス
ト
 

（
別
添
写
し
３
）
 

 

10



 

 

 

消表対第６６２号 

令和４年５月２４日 

 

株式会社ボネックス 

代表取締役 苅谷 公司 殿 

 

 

消費者庁長官 伊藤 明子 

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「投げ消すサット１１９ｅｃｏプラス」と称する商品（以下「本

件商品①」という。）、「火消ッシュ」と称する商品（以下「本件商品②」という。）、「火

消し１１９」と称する商品（以下「本件商品③」という。）、「投てき消火剤」と称する商

品（以下「本件商品④」という。）及び「投げ消すサット１１９ｅｃｏ」と称する商品（以

下「本件商品⑤」という。）の各商品（以下これらを併せて「本件５商品」という。）の取

引について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下

「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な

表示を行っている又は行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令

する。 

 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、本件５商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有

することなく行っている次に掲げる表示をしている行為を速やかに取りやめなければ

ならない。 

 本件５商品を一般消費者に販売するに当たり、商品パッケージにおいて、例えば、本

件商品①について、遅くとも令和元年１２月２日以降、「投げるだけで“サっと”初期

消火」等と表示するなど、別表１「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」

欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、一

般的な住宅の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届くまでの火災に本件

商品①１本を投げるだけで、当該火災を消すことができる効果等の同表「効果」欄記載

のとおりの効果が得られるかのように示す表示 

⑵ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件５商品に係る表示に関して、次に掲げる事

項を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について

は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

  ※別添写しについては添付を省略しています。   別添４ 
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ア 貴社は、本件５商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品①につい

て、遅くとも令和元年１２月２日以降、商品パッケージにおいて、「投げるだけで“サっ

と”初期消火」等と表示するなど、別表２「対象商品」欄記載の商品について、同表

「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表

示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、一般的な住宅の居室内で発

生する、当該居室の天井に炎の高さが届くまでの火災に本件商品①１本を投げるだけ

で、当該火災を消すことができる効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得ら

れるかのように示す表示をしていたこと。 

イ 前記アの表示は、それぞれ、本件５商品の内容について、一般消費者に対し、実際

のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである

こと。 

⑶ 貴社は、今後、本件５商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとな

る合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示が行われ

ることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底

しなければならない。 

⑷ 貴社は、今後、本件５商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとな

る合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示をしては

ならない。 

⑸ 貴社は、前記⑴に基づいてとった措置、前記⑵に基づいて行った周知徹底及び前記

⑶に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなけ

ればならない。 

 

２ 事実 

⑴  株式会社ボネックス（以下「ボネックス」という。）は、埼玉県新座市畑中一丁目１

８番２号に本店を置き、消火用具の薬剤の販売業等を営む事業者である。 

⑵  ボネックスは、本件５商品を自ら又は小売業者を通じて一般消費者に販売している。 

⑶  ボネックスは、本件５商品に係る商品パッケージ、「ＢＯＮＥＸ」と称する自社ウェ

ブサイト（以下「自社ウェブサイト」という。）及び自社ウェブサイトにおける動画広

告（以下「動画広告」という。）の表示内容を自ら決定している。 

⑷ア ボネックスは、本件５商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品①

について、遅くとも令和元年１２月２日以降、商品パッケージにおいて「投げるだけ

で“サっと”初期消火」等と表示するなど、別表２「対象商品」欄記載の商品につい

て、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、

同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、一般的な住宅の居

室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届くまでの火災に本件商品①１本を投

げるだけで、当該火災を消すことができる効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効
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果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。 

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、それぞれ、景品表示法第５条第１号に該

当する表示か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、ボネックスに

対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め

たところ、ボネックスは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、

当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは

認められないものであった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ボネックスが自己の供給する本件５商品の取引に関し行っている

又は行っていた表示は、それぞれ、景品表示法第７条第２項の規定により、同法第５条第

１号に規定する、本件５商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著し

く優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示とみなされるものであって、かかる

表示をしている又は表示をしていた行為は、それぞれ、同法第５条の規定に違反するもの

である。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提

起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、
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審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経

過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別
表
１
 

対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

効
果
 

本
件
商
品
①
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
１

２

月
２
日
以
降
 

・
「
投
げ
る
だ
け
で
“
サ
っ
と
”
初
期
消
火
」
 

・
別
添
写
し
１
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
お
年
寄
り
や
お
子
様
で
も
簡
単
に
使
え
る
！
！
」
 

・
「
消
火
能
力
は
水
の
約
１
０
倍
」
 

・
「
発
見
→
投
げ
る
→
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
１
の
枠
囲
み
⑵
の
画
像
 

・
「
初
期
消
火
」
及
び
「
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
１

の
枠
囲
み
⑶

の
イ
ラ
ス
ト
 

 
（
別
添
写
し
１
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

①
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
１

１

月
１
日
以
降
 

・
「
消
火
器
を
使
う
事
が
難
し
い
方
で
も
簡
単
に
使
え
る
！
！
」
 

・
「
消
火
能
力
は
水
の
約
１
０
倍
」
 

・
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
発
見
→
投
げ
る
→
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
⑵
の
画
像
 

・
「
初
期
消
火
」
及
び
「
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
２

の
枠
囲
み
⑶
の
イ
ラ
ス
ト
 

 
（
別
添
写
し
２
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

①
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
 

本
件
商
品
②
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
１

１

月
１
日
以
降
 

・
「
消
火
器
を
使
う
事
が
難
し
い
方
で
も
簡
単
に
使
え
る
！
！
」

 
・
「

消
火

能
力

は
水
の
約
１
０
倍
」

 
・
別
添
写
し
３
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト

 
・
「

投
げ

る
」

及
び
「
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
３
の
枠
囲
み
⑵
の
画
像

 
・「

初
期
消
火
」
及

び
「
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効
」
と
の
記
載
と
共

に
、
別
添
写
し
３
の

枠
囲
み
⑶
の
イ
ラ
ス
ト

 
（
別
添
写
し
３
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

②
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
 

本
件
商
品
③
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
１

１

月
１
日
以
降
 

・
「
消
火
器
を
使
う
事
が
難
し
い
方
で
も
簡
単
に
使
え
る
！
！
」
 

・
「

高
年

齢
者
も
」
、
「
お
身
体
の
不
自
由
な
方
も
」
及
び
「
お
子
様
も
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添

写
し
４
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
別
添
写
し
４
の
枠
囲
み
⑵
の
イ
ラ
ス
ト
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

③
１

本
を

投
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
内
容
 

効
果
 

・
「
消
火
能
力
は
水
の
約
１
０
倍
」
 

・
「
発
見
→
投
げ
る
→
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
４
の
枠
囲
み
⑶
の
画
像
 

・
「
初
期
消
火
」
及
び
「
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
４

の
枠
囲
み
⑷
の

イ
ラ
ス
ト
 

 
（
別
添
写
し
４
）
 

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
 

本
件
商
品
④
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
１

１

月
１
日
以
降
 

・
「
消
火
器
を
使
う
事
が
難
し
い
方
で
も
簡
単
に
使
え
る
！
！
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
５
の

枠
囲
み
⑴
の
イ

ラ
ス
ト
 

・
別
添
写
し
５
の
枠
囲
み
⑵
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
発
見
→
投
げ
る
→
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
５
の
枠
囲
み
⑶
の
画
像
 

・
「
初
期
消
火
」
及
び
「
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
５

の
枠
囲
み
⑷
の

イ
ラ
ス
ト
 

（
別
添
写
し
５
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

④
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
 

本
件
商
品
⑤
 

遅
く

と
も

令

和
２

年
４

月

２
日
以
降
 

・
「
投
げ
る
だ
け
で
“
サ
っ
と
”
初
期
消
火
」
 

・
別
添
写
し
６
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「

初
期

消
火

」
及
び
「
初
期
消
火
用
（
炎
が
天
井
に
届
く
ま
で
）
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し

６
の
枠
囲
み
⑵

の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
ど
な
た
で
も
使
用
で
き
ま
す
」
、
「
高
齢
者
」
、
「
障
害
者
」
及
び
「
お
子
様
」
と
の
記
載
と
共

に
、
別
添
写
し

６
の
枠
囲
み
⑶
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
消
火
の
し
く

み
」
、
「
ア
ン
プ
ル
が
割
れ
る
と
、
中
の
消
火
薬
剤
か
ら
消
火
ガ
ス
が
発
生
し
て
化

学
的
に
消
火
し
ま
す
」
、
「
消
火
ガ
ス
を
発
生
」
、
「
ア
ン
モ
ニ
ア
ガ
ス
」
、
「
炭
酸
ガ
ス
」
、
「
酸

素
を
遮
断
」
及

び
「
連
鎖
反
応
を
抑
制
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
６
の

枠
囲
み
⑷
の
イ
ラ
ス

ト
 

 
（
別
添
写
し
６
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

⑤
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
本
件
商
品
⑤
の
消
火
剤
か

ら
発

生
す

る
ガ

ス
の

消
火

効
果

も
作

用

し
て
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が
で
き
る

効
果
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別
表
２
 

対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

本
件
商
品
①
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
１

２

月
２
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
投
げ
る
だ
け
で
“
サ
っ
と
”
初
期
消
火
」
 

・
別
添
写
し
１
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
お
年
寄
り
や
お
子
様
で
も
簡
単
に
使
え
る
！
！
」
 

・
「
消
火
能
力
は
水
の
約
１
０
倍
」
 

・
「
発
見
→
投
げ
る
→
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
１
の
枠
囲
み
⑵
の

画
像
 

・
「
初
期
消
火
」
及
び
「
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効
」
と
の
記
載
と

共
に
、
別
添
写
し
１
の
枠
囲
み
⑶

の
イ
ラ
ス
ト
 

 
（
別
添
写
し
１
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

①
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
１

１

月
１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
消
火
器
を
使
う
事
が
難
し
い
方
で
も
簡
単
に
使
え
る
！

！
」
 

・
「
消
火
能
力
は
水
の
約
１
０
倍
」
 

・
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
発
見
→
投
げ
る
→
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
⑵
の

画
像
 

・
「
初
期
消
火
」
及
び
「
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効
」
と
の
記
載
と

共
に
、
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
⑶
の
イ
ラ
ス
ト
 

 
（
別
添
写
し
２
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

①
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
 

本
件
商
品
②
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
１

１

月
１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
消
火
器
を
使
う
事
が
難
し
い
方
で
も
簡
単
に
使
え
る
！
！

」
 

・
「
消
火
能
力
は
水
の
約
１
０
倍
」

 
・
別
添
写
し
３
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト

 
・「

投
げ
る
」
及
び
「
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
３
の
枠
囲
み
⑵
の
画

像
 

・
「
初

期
消
火
」
及
び
「
天
井
に
炎
が
届
く
ま

で
の
火
災
に

有
効
」
と
の
記

載
と

共
に
、
別
添
写
し
３
の
枠
囲
み
⑶
の
イ
ラ
ス
ト

 
（
別
添
写
し
３
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

②
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

本
件
商
品
③
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
１

１

月
１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
消
火
器
を
使
う
事
が
難
し
い
方
で
も
簡
単
に
使
え
る
！

！
」
 

・
「
高
年
齢
者
も
」
、
「
お
身
体
の
不
自
由
な
方
も
」
及
び
「
お
子
様
も
」
と
の

記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
４
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
別
添
写
し
４
の
枠
囲
み
⑵
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
消
火
能
力
は
水
の
約
１
０
倍
」
 

・
「
発
見
→
投
げ
る
→
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
４
の
枠
囲
み
⑶
の

画
像
 

・
「
初
期
消
火
」
及
び
「
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効
」
と
の
記
載
と

共
に
、
別
添
写
し
４
の
枠
囲
み
⑷
の
イ
ラ
ス
ト
 

 
（
別
添
写
し
４
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

③
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
 

本
件
商
品
④
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
１

１

月
１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
消
火
器
を
使
う
事
が
難
し
い
方
で
も
簡
単
に
使
え
る
！
！
」
と
の
記
載
と
共

に
、
別
添
写
し
５
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
別
添
写
し
５
の
枠
囲
み
⑵
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
発
見
→
投
げ
る
→
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
５
の
枠
囲
み
⑶
の

画
像
 

・
「
初
期
消
火
」
及
び
「
天
井
に
炎
が
届
く
ま
で
の
火
災
に
有
効
」
と
の
記
載
と

共
に
、
別
添
写
し
５
の
枠
囲
み
⑷
の
イ
ラ
ス
ト
 

（
別
添
写
し
５
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

④
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

本
件
商
品
⑤
 

遅
く

と
も

令

和
２

年
４

月

２
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
投
げ
る
だ
け
で
“
サ
っ
と
”
初
期
消
火
」
 

・
別
添
写
し
６
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
初
期
消
火
」
及
び
「
初
期
消
火
用
（
炎
が
天
井
に
届
く
ま
で
）
」
と
の
記
載

と
共
に
、
別
添
写
し
６
の
枠
囲
み
⑵
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
ど
な
た
で
も
使
用
で
き
ま
す
」
、
「
高
齢
者
」
、
「
障
害
者
」
及
び
「
お
子

様
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
６
の
枠
囲
み
⑶
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
消
火
の
し
く
み
」
、
「
ア
ン
プ
ル
が
割
れ
る
と
、
中
の
消
火
薬
剤
か
ら
消
火

ガ
ス
が
発
生
し
て
化
学
的
に
消
火
し
ま
す
」
、
「
消
火
ガ
ス
を
発
生
」
、
「
ア

ン
モ
ニ
ア

ガ
ス
」
、
「
炭
酸
ガ
ス
」
、
「
酸
素
を
遮
断
」
及
び
「
連
鎖
反
応
を

抑
制
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
６
の
枠
囲
み
⑷
の
イ
ラ
ス
ト
 

 
（
別
添
写
し
６
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
に

本
件

商
品

⑤
１

本
を

投

げ
る
だ
け

で
、
本
件
商
品
⑤
の
消
火
剤
か

ら
発

生
す

る
ガ

ス
の

消
火

効
果

も
作

用

し
て
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が
で
き
る

効
果
 

遅
く

と
も

令

和
３

年
９

月

３
０

日
か

ら

令
和

４
年

４

月
２

７
日

ま

で
の
間
 

自
社

ウ
ェ

ブ
サ

イ

ト
 

・
「
一
般
に
普
及
し
て
い
る
噴
射
型
消
火
器
は
『
パ
ニ
ッ
ク

状
態
に
な
っ
て
し
ま

い
操
作
を
間
違
え
た
』
『
重
す
ぎ
て
火
元
ま
で
運
べ
な
い
』
『
炎
の
熱
で
近
づ

け
ず
、
満
足
な
初
期
消
火
が
で
き
な
い
』
な
ど
、
特
に
高
齢
者
や
子
供
・
身
障

者
等
『
災
害
弱
者
』
に
は
扱
い
づ
ら
い
物
で
し
た
。
『
投
げ
消
す
Ｓ
Ａ
Ｔ
（
サ

ッ
ト
）
１
１
９
ｅ
ｃ
ｏ
（
エ
コ
）
』
は
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
克
服
し
災
害
弱
者

で
も
迅
速
な
初
期
消
火
を
可
能
に
し
ま
す
。
」
 

・
「
消
火
効
果
は
水
の
約
１
０
倍
！
」
 

・
「
投
げ
る
だ
け
な
の
で
パ
ニ
ッ
ク
状
態
で
も
使
え
る
。
」
及
び
「
消
火
能
力
が

高
い
（
避
難
路
の
確
保
に
も
効
果
的
）
。
」
 

・
「
保
護
カ
バ
ー
か
ら
消
火
剤
入
り
ア
ン
プ
ル
を
取
り
出
し
、
火
元
へ
向
か
っ
て

投
げ
つ
け
て
使
用
し
ま
す
。
と
っ
さ
の
場
合
に
誰
で
も
ス
ッ
キ
リ
と
消
火
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
」
 

・
「
火
元
近
く
に
投
げ
ら
れ
た
ア
ン
プ
ル
か
ら
消
火
液
が
飛
び
散
り
ま
す
。
そ
の

際
の
水
分
蒸
発
作
用
に
よ
っ
て
燃
焼
物
を
冷
や
し
ま
す
。
ま
た
、
消
火
剤
か
ら

発
生
す
る
ア
ン
モ
ニ
ア
ガ
ス
が
燃
焼
連
鎖
反
応
を
抑
制
し
ま
す
。
同
時
に
、
消

火
剤
か
ら
発
生
す
る
炭
酸
ガ
ス
が
燃
焼
面
へ
の
酸
素
を
遮
断
し
ま
す
。
」
及
び

別
添
写
し
７
の
枠
囲
み
⑴
の
イ
ラ
ス
ト
と
共
に
、
「
ガ
ス
を
発
生
 
ア
ン
モ
ニ

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
の

火
元

に
本

件
商

品
⑤

１

本
を
投
げ
る
だ
け
で
、
本
件
商
品
⑤
の
消

火
剤

か
ら

発
生

す
る

ガ
ス

の
消

火
効

果

も
作
用
し

て
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

ア
ガ
ス
・
炭
酸
ガ
ス
 
連
鎖
反
応
を
抑
制
 
冷
却
効
果
 
酸
素
を
遮
断
」
 

・
「
ど
ん
な
火
災
に
効
果
が
あ
る
の
？
」
と
題
し
、
「
『
投
げ
消
す
サ
ッ
ト
１
１

９
エ
コ
』
は
普
通
火
災
（
木
・
紙
・
布
の
火
災
）
の
初
期
消
火
に
有
効
で
す
。

初
期

消
火

を
超

え
る

火
勢

の
火

災
に

お
い

て
は

完
全

に
消

火
す

る
事

は
困

難

で
す
が
、
火
災
を
完
全
に
消
火
で
き
な
い
場
合
で
も
、
投
げ
つ
け
た
周
辺
の
火

勢
は
一
時
的
に
弱
ま
り
ま
す
の
で
、
そ
の
時
に
避
難
す
る
と
い
う
使
用
法
も
有

効
で
す
。
※
初
期
消
火
：
炎

の
高
さ
が
天
井
に
届
く
前
ま
で
に
行
う
消
火
活
動
、

（
出
火
か
ら
３
分
間
程
度
）
」
、
「
初
期
消
火
」
及
び
「
初
期
消
火
用
（
炎
が

天
井
に
届
く
ま
で
）
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
７
の
枠
囲
み
⑵
の
イ
ラ

ス
ト
 

（
別
添
写
し
７
）
 

遅
く

と
も

令

和
３

年
９

月

３
０

日
か

ら

令
和

４
年

４

月
２

７
日

ま

で
の
間
 

動
画
広
告
 

・
「
住
宅
火
災
が
発
生
。
家
の
中
に
は
ま
だ
逃
げ
遅
れ
た
人
が
。
し
か
し
、
そ
こ

は
す
で
に
火
の
海
。
炎
に
包
ま
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
絶
体
絶
命
の
ピ
ン
チ
で
燃

え
盛
る
火
を
も
の
と
も
せ
ず
人
命
を
救
う
秘
密
兵
器
が
あ
る
。
」
、
「
５
０
０

ｍ
ｌ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
だ
が
そ
の
能
力
は
驚
異
的
。
な
ん

と
こ
の
激
し
い
炎
を
瞬
時
に
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
。
」
及
び
「
み
る
み
る
う

ち
に
炎
が

消
え
た
。
時
間
は
わ
ず
か
５
秒
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
本
件
商
品

⑤
１
本
を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
一
体
な
ぜ
瞬
時
に
巨
大
な
炎
を
消
せ
る
の
か
。
ボ
ト
ル
が
熱
に
触
れ
る
と
炭

酸
ガ
ス
が
発
生
。
こ
れ
が
酸
素
を
遮
断
し
鎮
火
す
る
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、

「
な
ぜ
巨
大
な
炎
を
消
せ
る
の
か
？
」
と
の
文
字
の
映
像
、
本
件
商
品
⑤
１
本

を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
及
び
「
炭
酸
ガ
ス
」
と
の
文
字
の
映

像
及

び
炭

酸
ガ

ス
が

空
中

に
充

満
し

て
消

火
す

る
様

子
を

示
す

イ
メ

ー
ジ

映

像
 

・
「
今
や
家
庭
用
の
も
の
も
普
及
。
実
に
頼
も
し
い
最
新
の

消
火
器
だ
。
」
と
の

音
声
と
共
に
、
「
頼
も
し
い
最
新
消
火
器
」
と
の
文
字
の
映
像
及
び
本
件
商
品

⑤
１
本
を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

 
（
別
添
写
し
８
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

炎
の

高
さ

が
大

人
の

身
長

を
超

え
る

程

度
ま

で
の

火
災

に
本

件
商

品
⑤

１
本

を

投
げ
る
だ
け
で
、
本
件
商
品
⑤
の
消
火
剤

か
ら

発
生

す
る

ガ
ス

の
消

火
効

果
も

作

用
し
て
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が
で
き

る
効
果
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

平
成

２
９

年

２
月

１
日

か

ら
令

和
４

年

４
月

２
７

日

ま
で
の
間
 

自
社

ウ
ェ

ブ
サ

イ

ト
 

・
「
い
ざ
と
い
う
時
、
あ
わ
て
な
い
 
誰
で
も
使
え
る
次
世
代
消
火
器
具
」
、
「
投

げ
て
消
す
！
」
、
「
火
災
警
報
器
の
よ
う
に
一
家
に
一
本
あ
れ
ば
安
心
！
」
及

び
「
火
災
時
の
逃
げ
道
確
保
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
９
の
枠
囲
み
⑴

の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
と
っ
さ
の
時
も
火
元
に
投
げ
込
む
だ
け
」
、
「
火
元
の
近
く
で
消
火
薬
剤
が

飛
び
散
り
消
火
効
果
を
発
揮
」
、
「
軽
く
投
げ
て
も
確
実
に
割
れ
る
」
、
「
人

体
、
環
境
に
無
害
な
消
火
ガ
ス
が
発
生
 
ア
ン
モ
ニ
ア
ガ
ス
 
炭
酸
ガ
ス
」
及

び
「
火
災
は
出
火
か
ら
３
分
間
で
天
井
に
炎
が
届
き
、
初
期
消
火
の
範
囲
を
超

え
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
消
火
器
で
も
消
火
す
る
こ
と
が
難
し
く
な

り
ま
す
。
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
９
の
枠
囲
み
⑵
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
パ
ニ
ッ
ク
に
な
ら
ず
簡
単
だ
か
ら
誰
で
も
使
え
る
！
」
、
「
握
力
が
弱
い
お

年
寄
り
で
も
！
」
、
「
留
守
番
中
の
お
子
様
で
も
！
」
、
「
お
子
様
で
も
簡
単

に
消
火
活
動
」
及
び
「
火
に
近
づ
か
な
く
て
も
火
元
に
投
げ
る
だ
け
で
、
充
分

な
消
火
効

果
！
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
９
の
枠
囲
み
⑶
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
「
お
年
寄
り
や
お
子
様
、
女
性
に
も
カ
ン
タ
ン
」
 

・
「
初

期
消
火
」
及
び
「
初
期
消
火
用
（
炎
が
天
井
に
届
く
ま
で
）
」
と
の
記
載

と
共
に
、
別
添
写
し
９
の
枠
囲
み
⑷
の
イ
ラ
ス
ト
 

・
別
添
写
し
９
の
枠
囲
み
⑸
の
画
像
 

 
（
別
添
写
し
９
）
 

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
天

井
に

炎
の

高
さ

が
届

く

ま
で

の
火

災
の

火
元

に
本

件
商

品
⑤

１

本
を
投
げ
る
だ
け
で
、
本
件
商
品
⑤
の
消

火
剤

か
ら

発
生

す
る

ガ
ス

の
消

火
効

果

も
作
用
し

て
、
当
該
火
災
を
消
す
こ
と
が

で
き
る
効
果
 

平
成

２
２

年

３
月

１
２

日

か
ら

令
和

４

年
４

月
２

７

日
ま
で
の
間
 

自
社

ウ
ェ

ブ
サ

イ

ト
 

・
「
一
般
的
な
噴
射
型
消
火
器
は
特
に
高
齢
者
や
子
供
・
身
体
身
障
者
の
方
に
は

扱
い
づ
ら
い
物
で
す
。
『
投
げ
消
す
サ
ッ
ト
１
１
９
エ
コ
』
は
こ
の
よ
う
な
問

題
に
対
応
す
る
為
に
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
」
及
び
「
投
げ
る
だ
け
！
誰
で
も
使

え
る
」
 

・
「
投
げ
る
だ
け
！
誰
で
も
使
え
る
」
、
「
ア
ン
プ
ル
が
割
れ
る
と
熱
に
よ
っ
て

消
火
薬
剤
か
ら
消
火
ガ
ス
が
発
生
し
ま
す
。
」
及
び
「
発
見
→
投
げ
る
→
消
火
」

と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
１
０
の
枠
囲
み
⑴
の
画
像
 

・「
発
生
す
る
ア
ン
モ
ニ
ア
ガ
ス
が
燃
焼
連
鎖
反
応
の
負
触
媒
と
な
り
ま
す
。（

連

鎖
反
応
を
抑
制
）
同
時
に
発
生
し
た
炭
酸
ガ
ス
が
燃
焼
面
へ
の
酸
素
を
遮
断
し

一
般
的
な
住
宅
の
居
室
内
で
発
生
す
る
、

当
該

居
室

の
隣

の
部

屋
や

天
井

に
炎

が

燃
え

広
が

る
前

ま
で

の
火

災
の

火
元

に

本
件
商
品
⑤
１
本
を
投
げ
る
だ
け
で
、
本

件
商

品
⑤

の
消

火
剤

か
ら

発
生

す
る

ガ

ス
の
消
火
効
果
も
作
用
し
て
、
当
該
火
災

を
消
す
こ
と
が
で
き
る
効
果
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

効
果
 

燃
焼
を
抑
え
ま
す
。
（
酸
素
を
遮
断
）
」
、
「
優
れ
た
再
燃
防
止
効
果
を
発
揮

し
ま
す
。
」
、
「
消
火
ガ
ス
発
生
」
、
「
ア
ン
モ
ニ
ア
ガ
ス
」
、
「
炭
酸
ガ
ス
」
、

「
酸
素
を
遮
断
」
、
「
連
鎖
反
応
抑
制
」
、
「
冷
却
効
果
」
及
び
「
燃
焼
」
と

の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
１
０
の
枠
囲
み
⑵
の
画
像
 

・
「
ど
ん
な
火
災
に
も

効
果
が
あ
る
の
？
」
と
題
し
、
「
『
投
げ
消
す
サ
ッ
ト
１

１
９
エ
コ
』
は
屋
内
の
初
期
消
火

※
に
有
効
で

す
。
初
期
消
火

※
を
超
え
る
火
勢

の
火
災
に
お
い
て
は
完
全
に
鎮
火
す
る
事
は
困
難
で
す
が
、
火
災
を
完
全
に
鎮

火
で
き
な
い
場
合
で
も
、
投
げ
つ
け
た
周
辺
の
火
勢
は
一
時
的
に
弱
ま
り
ま
す

の
で
、
逃
げ
道
に
向
け
て
投
げ
込
み
、
火
が
収
ま
っ
た
と
き
に
逃
げ
る
と
い
う

使
用
法
も
有
効
で
す
。
※
隣
の
部
屋
や
天
井
に
炎
が
燃
え
広
が
る
前
の
状
態
ま

で
に
行
う
消
火
活
動
。
」

・
「
消
火
設
備
に
投
げ
消
す
サ
ッ
ト
１
１
９
エ
コ
を
加
え
る
事
で
高
齢
者
や
お
子

様
で
も
使
い
や
す
い
消
火
設
備
に
な
り
ま
す
。
」
 

（
別
添
写
し
１
０
）
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消表対第６６３号 

令和４年５月２４日 

株式会社メディプラン 

代表取締役 勝樂 美幸 殿 

消費者庁長官 伊藤 明子 

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「消える魔球」と称する商品（以下「本件商品」という。）の取

引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示

法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行っ

ている又は行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、本件商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有す

ることなく行っている次に掲げる表示をしている行為を速やかに取りやめなければな

らない。 

 本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、遅くとも令和３年７月８日以

降、「Ｍｅｄｉ－ｐｌａｎ」と称する自社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト」と

いう。）において、「火元に向かって投げるだけで火を消し止めます。軽量・小型なの

でお子様や女性や高齢者の方でも安心してご使用できます。」、「素早く消火！ 消火

能力は、水の約１０倍。わずか３～５秒で消火できます。」等と表示するなど、別表１

「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表

示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、一般的な住宅の居室内で発生

する、炎の高さが大人の身長程度までの火災の火元に本件商品１個を投げるだけで、当

該火災を消すことができる効果が得られるかのように示す表示 

⑵ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、

あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、遅くとも令和３年７

月８日以降、自社ウェブサイトにおいて、「火元に向かって投げるだけで火を消し止

めます。軽量・小型なのでお子様や女性や高齢者の方でも安心してご使用できます。」、

「素早く消火！ 消火能力は、水の約１０倍。わずか３～５秒で消火できます。」等

※別添写しについては添付を省略しています。   別添５ 
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と表示するなど、別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表

示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、

一般的な住宅の居室内で発生する、炎の高さが大人の身長程度までの火災の火元に本

件商品１個を投げるだけで、当該火災を消すことができる効果が得られるかのように

示す表示をしていたこと。 

イ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑶ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合

理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示が行われるこ

とを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しな

ければならない。 

⑷ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる合

理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示をしてはなら

ない。 

⑸ 貴社は、前記⑴に基づいてとった措置、前記⑵に基づいて行った周知徹底及び前記

⑶に基づいてとった措置について、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなけ

ればならない。 

２ 事実 

⑴ 株式会社メディプラン（以下「メディプラン」という。）は、岡山市中区西川原６８

番地１に本店を置き、消火用具の販売業等を営む事業者である。 

⑵ メディプランは、本件商品を自ら又は小売業者を通じて一般消費者に販売している。 

⑶ メディプランは、本件商品に係る自社ウェブサイト、商品パッケージ及び「ＹｏｕＴ

ｕｂｅ」と称する動画共有サービスにおける動画広告（以下「動画広告」という。）の

表示内容を自ら決定している。 

⑷ア メディプランは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、遅くとも令

和３年７月８日以降、自社ウェブサイトにおいて、「火元に向かって投げるだけで火

を消し止めます。軽量・小型なのでお子様や女性や高齢者の方でも安心してご使用で

きます。」、「素早く消火！ 消火能力は、水の約１０倍。わずか３～５秒で消火で

きます。」等と表示するなど、別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」

欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、

あたかも、一般的な住宅の居室内で発生する、炎の高さが大人の身長程度までの火災

の火元に本件商品１個を投げるだけで、当該火災を消すことができる効果が得られる

かのように示す表示をしている又は表示をしていた。 

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、景品表示法第５条第１号に該当する表示

か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、メディプランに対し、期

間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたとこ
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ろ、メディプランは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該

資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認め

られないものであった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、メディプランが自己の供給する本件商品の取引に関し行っている

又は行っていた表示は、景品表示法第７条第２項の規定により、同法第５条第１号に規定

する、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良である

と示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻

害するおそれがあると認められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしてい

る又は表示をしていた行為は、同法第５条の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提

起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経

過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別
表
１
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

遅
く

と
も

令

和
３

年
７

月

８
日
以
降
 

自
社

ウ
ェ

ブ
サ

イ

ト
 

・
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
で
火
を
消
し
止
め
ま
す
。
軽
量
・
小
型
な
の
で
お
子
様
や
女
性
や
高
齢
者
の
方
で
も
安
心
し
て
ご
使
用
で

き
ま
す
。
」
 

・
「
小
さ
く
て
軽
い
の
で
、
女
性
や
お
子
様
で
も
投
げ
や
す
く
命
中
さ
せ
や
す
い
。
」
 

・
「
素
早

く
消
火
！
 
消
火
能
力
は
、
水
の
約
１
０
倍
。
わ
ず
か
３
～
５
秒
で
消
火
で
き
ま
す
。
」
 

・
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
だ
か
ら
事
前
の
知
識
は
全
く
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
」
 

・
「
発
見
し
た
ら
→
火
元
に
投
げ
る
→
即
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
１
の
枠
囲
み
の
画
像
 

・
「
ラ
ク
ラ
ク
簡
単
に
消
せ
る
様
子
を
動
画
で
ご
覧
く
だ
さ
い
！
」
 

・
「
素
早

く
簡
単
、
『
投
げ
る
消
火
剤
』
思
わ
ぬ
火
災
の
初
期
消
火
に
！
」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
９

月

１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
使
用
方
法
」
、
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
 
火
に
近
づ

か
ず
、
消
火
作
業
が
で
き
ま
す
」
及
び
「
発
見
し
た
ら
→
火
元
に
投
げ
る

→
即
消
火

」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
の
画
像
 

（
別
添
写
し
２
）
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
９

月

１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
！
」
 

・
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
 
事
前
の
知
識
は
必
要
な
し
！
」
 

・
「
小
さ
く
軽
い
の
で
、
女
性
や
高
齢
者
、
お
子
様
に
も
投
げ
や
す
い
！
」
 

・
「

素
早

く
消
火
！
 
消
火
能
力
は
、
水
の
約
１
０
倍
 
わ
ず
か
３
～
５
秒
で
消
火
！
」
 

・
「
使
用
方
法
」
、
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
 
火
に
近
づ

か
ず
、
消
火
作
業
が
で
き
ま
す
」
及
び
「
発
見
し
た
ら
→
火
元
に
投
げ
る

→
即
消
火

」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
３
の
枠
囲
み
の
画
像
 

（
別
添
写
し
３
）
 

平
成

２
４

年

６
月

２
５

日

以
降
 

動
画
広
告
 

・
「
女

性
や
子
供
、
お
年
寄
り
で
も
慌
て
ず
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
消

火
で
き
る
ボ
ー
ル
型
の
消
火
剤
、
『
消
え
る
魔
球
』
ｍ
ａ
Ｑ
－

Ｉ
。
」
、
「
大

き
さ
は
野
球
の
硬
式
ボ
ー
ル
と
同
じ
。
」
及
び
「
小
さ
く
て
軽
い
の
で
、
女
性
や
子
供
、
お
年
寄
り
で
も
投
げ
や
す
く
て
命
中
さ
せ
や
す
い
。
」

と
の
音
声
と
共
に
、
本
件
商
品
１
個
を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
小
さ
な
衝
撃
で
も
簡
単
に
割
れ
る
の
で
、
確
実
に
炎
を
消
し
止
め
ま
す
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
本
件
商
品
を
落
と
し
て
割
る
映
像
 

・
「

消
火

能
力
は
水
の
お
よ
そ
１
０
倍
。
」
及
び
「
御
覧
の
よ
う
に
わ
ず
か
３
秒
か
ら
５
秒
で
消
火
で
き
ま
す
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
本
件

商
品
１
個

を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
消
火
器
は
火
元
に
直
接
噴
射
し
な
い
と
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
消
え
る
魔
球
ｍ
ａ
Ｑ
－
Ｉ
は
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
。
」

4



表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

と
の
音
声
と
共
に
、
本
件
商
品
１
個
を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
こ
の
ボ
ー
ル
な
ら
私
で
も
簡
単
に
消
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
」
及
び
「
す
ぐ
に
消
え
て
す
ご
か
っ
た
で
す
」
と
の
文
字
の
映
像
と
共
に
、

女
性
が
「
こ
の
ボ
ー
ル
な
ら
私
で
も
簡
単
に
消
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

」
と
話
し
、
子
ど
も
が
「
す
ぐ
に
消
え
て
す
ご
か
っ
た
で
す
。
」

と
話
す
様
子
の
映
像
 

・
「
発

見
し
た
ら
」
、
「
火
元
に
投
げ
る
」
及
び
「
即
、
消
火
」
と
の
文
字
の
映
像
と
共
に
、
本
件
商
品
１
個
を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を

示
す
映
像
 

・
本
件
商
品
１
個
を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

 
（
別
添
写
し
４
）
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別
表
２
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

遅
く

と
も

令

和
３

年
７

月

８
日
以
降
 

自
社

ウ
ェ

ブ
サ

イ

ト
 

・
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
で
火
を
消
し
止
め
ま
す
。
軽
量
・
小
型
な
の
で
お
子
様
や
女
性
や
高
齢
者
の
方
で
も
安
心
し
て
ご
使
用
で

き
ま
す
。
」
 

・
「
小
さ
く
て
軽
い
の
で
、
女
性
や
お
子
様
で
も
投
げ
や
す
く
命
中
さ
せ
や
す
い
。
」
 

・
「
素
早

く
消
火
！
 
消
火
能
力
は
、
水
の
約
１
０
倍
。
わ
ず
か
３
～
５
秒
で
消
火
で
き
ま
す
。
」
 

・
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
だ
か
ら
事
前
の
知
識
は
全
く
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
」
 

・
「
発
見
し
た
ら
→
火
元
に
投
げ
る
→
即
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
１
の
枠
囲
み
の
画
像
 

・
「
ラ
ク
ラ
ク
簡
単
に
消
せ
る
様
子
を
動
画
で
ご
覧
く
だ
さ
い
！
」
 

・
「
素
早

く
簡
単
、
『
投
げ
る
消
火
剤
』
思
わ
ぬ
火
災
の
初
期
消
火
に
！
」
 

 
（
別
添
写
し
１
）
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
９

月

１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
使
用
方
法
」
、
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
 
火
に
近
づ

か
ず
、
消
火
作
業
が
で
き
ま
す
」
及
び
「
発
見
し
た
ら
→
火
元
に
投
げ
る

→
即
消
火

」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
２
の
枠
囲
み
の
画
像
 

 
（
別
添
写
し
２
）
 

遅
く

と
も

令

和
元

年
９

月

１
日
以
降
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
！
」
 

・
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
 
事
前
の
知
識
は
必
要
な
し
！
」
 

・
「
小
さ
く
軽
い
の
で
、
女
性
や
高
齢
者
、
お
子
様
に
も
投
げ
や
す
い
！
」
 

・
「

素
早

く
消
火
！
 
消
火
能
力
は
、
水
の
約
１
０
倍
 
わ
ず
か
３
～
５
秒
で
消
火
！
」
 

・
「
使
用
方
法
」
、
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
 
火
に
近
づ

か
ず
、
消
火
作
業
が
で
き
ま
す
」
及
び
「
発
見
し
た
ら
→
火
元
に
投
げ
る

→
即
消
火

」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
３
の
枠
囲
み
の
画
像
 

 
（
別
添
写
し
３
）
 

少
な

く
と

も

令
和

元
年

９

月
１

日
か

ら

令
和

３
年

４

月
３

０
日

ま

で
の
間
 

商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
 

・
「
火
元
近
く
の
床
や
壁
に
投
げ
る
だ
け
！
」
 

・
「
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
 
事
前
の
知
識
は
必
要
な
し
！
」
 

・
「
小
さ
く
軽
い
の
で
、
女
性
や
高
齢
者
、
お
子
様
に
も
投
げ
や
す
い
！
」
 

・
「

素
早

く
消
火
！
 
消
火
能
力
は
、
水
の
約
１
０
倍
 
わ
ず
か
３
～
５
秒
で
消
火
！
」
 

・
「
使
用
方
法
」
、
「
火
元
近
く
の
壁
や
床
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
 
火
に
近
づ
か
ず
、
消
火
作
業
が
で
き
ま
す
」
及
び
「
発
見
し
た
ら

→
火
元
に

投
げ
る
→
即
消
火
」
と
の
記
載
と
共
に
、
別
添
写
し
５
の
枠
囲
み
の
画
像
 

 
（
別
添
写
し
５
）
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表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

平
成

２
４

年

６
月

２
５

日

以
降
 

動
画
広
告
 

・
「
女

性
や
子
供
、
お
年
寄
り
で
も
慌
て
ず
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
消

火
で
き
る
ボ
ー
ル
型
の
消
火
剤
、
『
消
え
る
魔
球
』
ｍ
ａ
Ｑ
－

Ｉ
。
」
、
「
大

き
さ
は
野
球
の
硬
式
ボ
ー
ル
と
同
じ
。
」
及
び
「
小
さ
く
て
軽
い
の
で
、
女
性
や
子
供
、
お
年
寄
り
で
も
投
げ
や
す
く
て
命
中
さ
せ
や
す
い
。
」

と
の
音
声
と
共
に
、
本
件
商
品
１
個
を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
小
さ
な
衝
撃
で
も
簡
単
に
割
れ
る
の
で
、
確
実
に
炎
を
消
し
止
め
ま
す
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
本
件
商
品
を
落
と
し
て
割
る
映
像
 

・
「

消
火

能
力
は
水
の
お
よ
そ
１
０
倍
。
」
及
び
「
御
覧
の
よ
う
に
わ
ず
か
３
秒
か
ら
５
秒
で
消
火
で
き
ま
す
。
」
と
の
音
声
と
共
に
、
本
件

商
品
１
個

を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
消
火
器
は
火
元
に
直
接
噴
射
し
な
い
と
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
消
え
る
魔
球
ｍ
ａ
Ｑ
－
Ｉ
は
火
元
に
向
か
っ
て
投
げ
る
だ
け
。
」

と
の
音
声
と
共
に
、
本
件
商
品
１
個
を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

・
「
こ
の
ボ
ー
ル
な
ら
私
で
も
簡
単
に
消
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
」
及
び
「
す
ぐ
に
消
え
て
す
ご
か
っ
た
で
す
」
と
の
文
字
の
映
像
と
共
に
、

女
性
が
「
こ
の
ボ
ー
ル
な
ら
私
で
も
簡
単
に
消
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

」
と
話
し
、
子
ど
も
が
「
す
ぐ
に
消
え
て
す
ご
か
っ
た
で
す
。
」

と
話
す
様
子
の
映
像
 

・
「
発

見
し
た
ら
」
、
「
火
元
に
投
げ
る
」
及
び
「
即
、
消
火
」
と
の
文
字
の
映
像
と
共
に
、
本
件
商
品
１
個
を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を

示
す
映
像
 

・
本
件
商
品
１
個
を
使
用
し
て
火
を
消
す
様
子
を
示
す
映
像
 

 
（
別
添
写
し
４
）
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